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荒

武

鉄

郎

霧
爆
霧
讐
蓬
髪
鵬
鞭
難
羅
難
辮
鞭
城
儲
て
土
地
及
び
農
奴
制
と
の
強
い
っ
な
が
り
　

…
渡
勲
難
燃
綾
書
誌
鷲
ド
嘘
ば
、
く
の
固
農
奴
制
的
隷
属
下
誓
砂
。
強
制
労
働
渚
瑛
工
場
で
の
基
幹
労
働
者
と
し
て
の
過

い
　
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
十
八
世
紀
二
〇
～
六
〇
年
代
の
時
期
は
近
年

ソ
連
邦
で
の
マ
ニ
ュ
フ
”
，
ク
チ
ュ
ア
論
争
の
焦
点
と
な
っ
た
時
期
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
～
三
〇
年
代
ま
で
の
ロ
シ
ア
・
マ
ニ
ュ
フ

ァ
ク
チ
ュ
ア
の
労
働
者
の
多
く
は
自
由
羅
傭
労
働
者
で
あ
っ
た
が
、

三
〇
年
代
末
頃
か
ら
次
第
に
農
奴
的
強
制
労
働
者
の
比
重
が
強
ま
り
、

つ
い
で
十
八
世
紀
後
半
に
至
っ
て
再
び
自
由
雇
傭
労
働
者
の
増
加
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
ロ
シ
ア
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
発
展

の
ジ
グ
ザ
グ
な
コ
…
ス
、
さ
ら
に
は
こ
の
間
に
生
れ
た
農
奴
労
働
を

使
用
す
る
マ
一
；
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
の
性
格
の
解
明
を
め
ぐ
っ
て
論
争

が
今
日
な
お
、
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
込
置
文
は
古
墜
接
に
マ
ニ
ェ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
訟
武
烈
を
と
り
あ
つ
か

う
も
の
で
は
な
い
が
、
嶺
該
時
期
で
の
労
働
力
市
場
の
形
成
の
事
情
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を
、
当
時
の
ロ
シ
ア
軽
工
業
の
～
大
中
心
・
モ
ス
ク
ワ
へ
の
近
郊
農

罠
の
進
出
の
実
態
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
後
日
の
論
争
史
整
理
に
際
し
て
一
つ
の
参
考
資
料
を
提
供
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

　
は
じ
め
に
、
十
八
世
紀
の
三
〇
年
代
末
で
の
農
民
の
モ
ス
ク
ワ
進

出
の
状
況
を
雇
傭
労
働
者
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
一
七
三
七
～
一

七
四
〇
年
、
モ
ス
ク
ワ
の
3
5
の
軽
工
業
マ
ニ
ュ
フ
ー
ノ
ク
チ
ュ
ア
で
働

い
て
い
た
労
働
者
五
六
五
二
人
の
中
で
記
録
の
残
っ
て
い
る
者
五
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

五
一
人
目
う
ち
、
織
物
工
業
五
〇
三
四
人
）
　
に
つ
い
て
い
え
ば
、
　
こ
こ

で
は
農
民
の
比
重
が
小
さ
い
の
に
対
し
て
（
一
六
〇
〇
人
、
二
九
．
九

％
）
、
非
農
業
的
住
民
の
比
重
が
大
き
い
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
〔
都

　
ボ
サ
ド
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兵
士
の
子
一
二
三
〇

市
商
工
区
住
民
」
四
八
五
人
（
二
七
．
七
％
）
、

人
（
一
一
三
・
○
％
）
、
職
工
の
子
慧
世
襲
労
働
者
五
一
〇
人
（
九
．
五
％
）

合
計
三
二
二
五
人
（
六
〇
・
二
％
）
。
〕

　
農
民
平
身
老
の
中
で
は
修
道
院
領
農
民
及
び
皇
室
領
農
民
が
そ
れ

ぞ
れ
七
九
七
人
（
農
民
の
四
九
・
八
％
）
、
四
八
工
人
（
三
〇
・
一
％
）

と
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
こ
の
両
者
が
十
八

世
紀
前
半
の
時
期
に
多
く
貨
幣
貢
租
を
負
担
す
る
方
向
に
移
行
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

つ
あ
っ
た
こ
と
と
関
連
が
あ
る
。
な
お
、
と
く
に
皇
室
領
農
民
に
関

し
て
は
、
そ
の
数
が
ロ
シ
ア
の
全
農
民
の
中
で
は
す
く
な
い
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
も
（
一
七
二
四
年
、
男
性
納
税
農
畏
五
四
〇
一
〇
四
二
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
中
で
四
一
五
〇
八
六
人
臆
七
・
五
％
）
、
地
主
領
農
民
と
比
べ
て
若
干

　
　
　
　
　
⑥

の
身
公
的
自
由
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
、
お
よ
び
工
業
地
域
に
集
中

し
て
い
た
こ
と
（
一
七
二
四
年
当
時
モ
ス
ク
ワ
県
に
七
三
四
六
九
人
1
1
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
邑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

七
・
七
％
、
二
i
ジ
5
・
ゴ
ロ
ド
県
に
一
〇
〇
三
九
七
人
鮭
二
四
（
二
％
）
に

よ
っ
て
、
こ
の
時
期
で
の
進
出
状
況
は
顕
著
な
竜
の
と
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
地
主
領
農
民
に
関
し
て
は
欝
下
の
と
こ
ろ
は
、
二
九
九
人

（
一
八
・
七
％
）
に
と
ど
ま
る
が
、
こ
の
の
ち
貨
幣
貢
租
の
普
及
に
と

も
な
い
、
工
業
そ
の
他
へ
の
進
出
の
度
合
い
を
強
め
て
い
く
で
あ
ろ

⑧う
。
そ
の
他
、
工
業
労
働
力
の
不
足
の
解
決
の
た
め
に
国
税
納
入
分

に
相
当
す
る
労
働
最
を
工
場
に
お
い
て
働
く
「
登
録
さ
れ
た
」
者
（
慶

民
）
は
麻
工
業
に
二
二
人
（
○
．
四
％
）
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
三
〇
年
代
末
で
は
モ
ス
ク
ワ
の
軽
工
業
マ
ニ

ュ
フ
繰
ノ
ク
チ
ュ
ア
の
労
働
力
は
都
市
選
民
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
大
で

あ
り
、
．
農
民
は
そ
の
後
の
時
期
に
お
け
る
ほ
ど
大
き
な
役
割
を
は
た

し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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十八世紀中葉獄シアにおける労働力市場の性格について（號武）

①
こ
の
時
期
の
モ
ス
グ
ワ
軽
工
業
で
の
労
働
者
構
成
に
つ
い
て
の
資
料
は

　
誤
．
目
．
淘
ε
o
導
雷
蓉
．
間
毬
露
9
凶
事
鑓
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懐
婁
。
σ
蓉
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器
嵩
｛
o
静
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葭
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o
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寓
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O
器
冒
霞
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同
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切
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ド

　
b
⊃
〇
一
i
O
O
b
σ
’
ロ
シ
ア
都
衛
は
都
市
（
も
と
も
と
は
砦
）
と
商
…
工
区
の
二
つ
の

　
部
分
か
ら
な
る
。
商
工
区
住
脱
は
商
工
業
な
ど
の
営
業
に
従
黙
す
る
と
同

　
時
に
国
税
納
入
の
義
務
を
負
う
。

③
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や
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ω
・
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退
役
し
た
朝
川
士
は
し
ば
し

　
ば
工
場
で
働
い
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
子
弟
を
さ
す
。
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切
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器
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8
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・
樋
。
召
・
蕊
ρ
冨
ω
噸
た
と
え
ば
皇
室
領
管

　
理
人
の
悪
行
に
対
し
て
は
嘆
願
欝
を
出
す
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、

　
こ
の
場
合
、
二
瀬
欝
が
全
戸
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
、
そ
の
声
名
が
真
実
の

　
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
該
管
理
人
は
癒
ち
に
免
職
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ

　
て
い
た
。

⑦
ρ
丼
、
巴
舅
。
甲
冒
器
．
o
。
‘
‘
o
昌
噸
δ
．

⑧
寡
昇
喝
巻
髪
昌
①
冒
．
Q
Φ
濠
。
邑
Φ
露
8
録
。
冨
。
℃
。
8
葭
冨
。
亀
ε
。
邸

　
農
自
。
霞
器
一
〇
。
切
二
試
o
o
畜
ρ
6
㎝
メ
。
愚
．
這
。
。
。

　
次
に
前
述
の
雇
傭
労
働
者
と
し
て
の
農
民
の
進
畠
状
態
の
実
際
的

な
比
重
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
農
畏
の
都
市
（
モ
ス
ク
ワ
）
進
出

の
今
一
つ
の
形
態
で
あ
る
手
工
業
ギ
ル
ド
へ
の
参
加
の
状
態
を
見
て

い
く
必
要
．
が
あ
る
。

　
μ
シ
ア
の
都
繭
紬
手
工
業
ギ
ル
ド
は
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
の
＾
も
と
で
絶

対
主
義
の
工
業
規
制
の
一
環
と
し
て
一
七
二
二
年
に
創
設
さ
れ
た
も

　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
．

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
モ
ス
ク
ワ
の
手
工
業
ギ
ル
ド
へ
の

農
罠
の
加
入
状
況
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
一
七
二
二
～
二
六
年
の

総
加
入
者
六
八
八
五
人
の
中
で
三
一
八
九
人
（
四
六
・
三
％
）
、
　
一
七

二
六
～
三
一
年
で
は
八
五
六
六
人
中
で
三
九
二
〇
人
（
四
五
・
八
％
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
、
か
な
り
の
多
数
を
占
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
職
業
数
は
一
七
二

二
～
二
六
年
の
場
合
、
一
五
二
種
類
に
も
の
ぼ
る
が
、
同
一
職
業
に

つ
い
て
手
工
業
者
一
人
の
も
の
が
一
九
（
一
二
．
五
％
）
、
二
人
の
も

の
が
二
六
（
一
七
・
一
％
）
、
五
人
以
上
の
も
の
で
六
四
（
四
二
・
一
％
）

で
あ
り
、
一
〇
〇
人
以
上
の
も
の
は
榊
四
（
○
．
九
％
）
を
占
め
た
に

す
ぎ
ず
、
当
時
の
手
工
業
ギ
ル
ド
の
弱
体
な
こ
と
を
も
の
が
た
っ
て

い
る
　
（
と
く
に
こ
の
頃
に
モ
ス
ク
ワ
で
発
達
し
た
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
部

門
（
ラ
シ
ャ
・
絹
）
に
対
応
す
る
手
工
業
部
門
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
人
以
上

の
手
工
業
者
が
い
た
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
）
。
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こ
の
こ
と
を
、
モ
ス
ク
ワ
の
手
工
業
ギ
ル
ド
の
中
で
の
陸
戦
出
身

者
の
職
業
構
成
の
癒
か
ら
考
察
す
る
と
次
の
逓
り
に
な
る
。
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
ラ
　
チ

ち
、
農
民
が
多
数
存
在
し
て
い
た
職
業
は
、
円
身
形
白
パ
ソ
焼
2

八
六
人
の
中
で
一
七
八
人
）
、
　
パ
ソ
焼
き
（
二
二
奇
人
の
中
で
二
一
二
人
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

酒
保
商
人
（
一
＝
五
人
の
中
で
二
〇
一
人
）
、
ク
ヴ
ァ
ス
つ
く
り
へ
七
八
八

人
の
中
で
七
四
人
）
、
大
麻
油
つ
く
り
（
四
一
人
の
中
で
三
八
人
）
、
　
ク
ラ

シ
ェ
ニ
ー
ナ
織
り
（
二
〇
一
人
の
中
で
一
圏
二
人
）
、
大
工
（
一
五
〇
人
の

中
で
一
一
四
人
）
、
石
工
（
一
三
九
人
の
中
で
九
〇
人
）
な
ど
で
、
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
農
村
家
内
工
業
を
そ
の
ま
ま
都
市
に
屯
ち
込
ん
だ
感
が

つ
よ
く
、
一
方
、
鉄
、
お
よ
び
高
価
な
原
料
の
加
工
に
従
事
す
る
手

工
業
巻
の
中
に
は
農
民
は
ほ
と
ん
ど
児
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
都
市
住
民
の
場
合
、
こ
こ
で
モ
ス
ク
ワ
嶺
身
の
商
工
区
注

民
七
五
八
人
（
二
．
〇
一
％
）
を
例
に
と
る
と
、
牛
皮
精
製
業
一
一

八
人
、
銀
細
工
師
五
四
人
、
つ
ば
付
帽
子
製
造
業
四
二
人
、
つ
ば
な

し
帽
子
製
造
業
三
八
人
、
裁
縫
業
三
七
人
、
モ
ー
ル
製
造
業
一
五
人
、

指
物
師
一
九
人
な
ど
が
過
半
数
以
上
を
占
め
、
そ
の
多
く
が
長
期
間

の
修
練
を
必
要
と
す
る
職
業
で
あ
っ
た
。

　
か
く
て
、
十
八
世
紀
二
〇
～
三
〇
年
代
に
あ
っ
て
は
、
都
市
に
進
，

出
し
た
農
民
が
ま
だ
独
立
生
産
者
と
し
て
都
市
住
民
に
対
抗
す
る
に

た
る
だ
け
の
力
を
も
つ
に
い
た
ら
ず
、
さ
ら
に
は
、
当
時
、
農
村
に

お
い
て
手
工
業
・
ど
く
に
織
物
工
業
が
す
で
に
一
定
の
発
達
を
と
げ

　
　
　
　
　
　
④

て
い
た
に
し
て
も
、
な
お
、
農
民
の
技
術
は
都
布
工
業
（
と
く
に
マ
ニ

　
　
　
　
　
⑤

ユ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
）
の
そ
れ
に
比
し
て
低
次
の
段
階
に
あ
っ
た
こ
と
が

当
然
に
推
測
で
き
る
（
こ
の
こ
と
は
一
七
一
五
年
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
が
勅

令
を
も
つ
て
、
外
国
市
場
で
の
競
争
の
必
要
上
、
こ
れ
ま
で
農
民
が
小
幅
の
麻

織
物
を
つ
く
っ
て
い
た
の
を
、
広
言
の
も
の
に
か
え
る
よ
う
に
と
命
令
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

結
局
は
そ
の
実
現
を
見
な
か
っ
た
事
実
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
）
。

　
か
く
て
、
第
一
に
軽
工
業
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
で
の
．
弱
毒
労
働

者
、
第
二
に
小
生
産
者
ー
ギ
ル
ド
手
工
業
者
の
形
で
の
農
民
の
都
市

進
出
は
、
十
八
世
紀
三
〇
年
代
末
で
は
、
ま
だ
大
き
な
力
を
発
揮
す

る
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
が
、
こ
の
後
の
工
業
の
発
展
の
時
期
に
お

い
て
、
農
民
は
雇
傭
労
働
者
の
主
要
部
分
を
占
め
、
そ
れ
と
岡
時
に

農
民
ブ
ル
ジ
宜
ア
ジ
ー
も
ま
た
出
現
す
る
に
い
た
る
。
そ
し
て
こ
の

動
き
の
根
抵
に
あ
る
の
は
直
接
生
産
者
の
生
産
手
段
か
ら
の
分
離
の

傾
向
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
応
こ
こ
で
は
三
〇
年
代
末
ま
で
の
時
期

に
お
け
る
労
働
力
市
場
の
深
さ
．
（
直
接
生
産
潜
の
生
産
手
段
か
ら
の
分

離
の
度
合
い
）
の
問
題
に
も
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　
こ
こ
で
再
び
さ
き
の
一
七
三
七
～
四
〇
年
で
の
モ
ス
ク
ワ
軽
工
業
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⑦

労
働
老
に
つ
い
て
の
資
料
を
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
労
働
者
が
工

場
に
や
っ
て
く
る
以
前
白
い
か
な
る
職
業
に
従
事
し
て
い
た
か
を
見

て
い
く
と
、
不
明
者
一
二
一
三
人
を
の
ぞ
く
四
二
三
九
人
の
中
で
、

経
済
的
独
立
を
保
持
し
て
い
た
者
は
「
手
工
業
に
従
事
し
て
い
た
者
偏

七
五
人
（
一
．
七
％
）
、
「
商
業
に
従
事
し
て
い
た
老
」
九
八
人
（
二
・

三
％
）
、
「
農
民
で
あ
っ
た
岩
」
三
六
人
（
O
・
八
％
）
で
合
計
二
〇
九

人
（
四
・
八
％
）
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
す
で
に
生
産
手
段
を
失
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
者
は
「
乞
食
を
し
て
い
た
者
」
九
二
九
人
（
二

一
・
九
％
）
、
「
雇
わ
れ
て
働
い
て
い
た
者
」
九
一
九
人
（
二
一
・
六
％
）
、

；
一
＝
一
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
で
働
い
て
い
た
者
」
六
四
一
人
（
一
五
・

一
％
）
、
　
「
色
々
な
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
者
」
一
二
〇
人
（
四
・
九

％
）
で
合
計
二
六
九
九
人
（
六
三
・
五
％
）
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
　
「
親
の
屯
と
に
い
た
者
」
は
コ
一
九
七
人
（
三
〇
・
六
％
）

に
達
す
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
他
の
資
料
と
照
合
す
る
と
、
明
ら
か
に
年

少
者
を
さ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
〔
イ
ェ
・
イ
・
ジ
重
三
ル
ス
カ
ヤ
は

一
七
三
七
～
三
八
年
の
マ
ニ
ュ
フ
　
ノ
ク
チ
ュ
ア
労
働
者
六
九
九
二
人

に
つ
い
て
一
一
歳
以
下
が
一
一
九
三
人
（
三
二
二
％
）
、
　
一
二
～
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

四
歳
が
八
二
四
人
（
一
三
．
二
％
）
と
い
う
数
字
を
出
し
て
い
る
〕
。
こ

の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
彼
ら
の
父
自
身
が
自
己
の
か
つ

て
の
生
活
手
段
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
も
あ
る
こ
と

を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
ズ
ダ
リ
市
の
商
工
区
住

艮
ア
ン
ド
レ
イ
・
シ
ェ
ル
コ
ー
フ
ニ
コ
フ
（
一
四
歳
）
の
よ
う
に
、

彼
の
父
が
「
幼
時
に
」
モ
ス
ク
ワ
へ
「
去
っ
て
」
、
今
日
ま
で
施
し
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
生
活
し
て
き
て
い
る
、
と
い
っ
た
例
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
分
る
よ
う
に
、
十
八
世
紀
三
〇
年
代
末
の
時
期

で
は
す
で
に
労
働
老
の
身
分
的
所
属
と
そ
の
現
実
の
状
態
と
の
問
に
、

一
定
の
遊
離
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
マ
ニ
ュ
フ

ァ
ク
チ
ュ
ア
の
労
働
者
の
基
本
部
分
は
か
な
り
の
程
度
に
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
化
し
た
分
子
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
G

①
　
嚇
．
題
目
。
鑑
馨
緊
畷
罫
鞠
8
0
諏
鐸
8
冨
寓
8
㎞
5
麟
窯
9
昌
｛
圃
）
翼
円
日
量
留
℃
雫

　
O
O
曇
団
回
Q
Q
切
ニ
ワ
R
o
9
お
劉
H
⑩
①
ρ
O
円
も
．
同
O
㎝
1
回
O
N
　
ロ
シ
ア
の
手
工
業
ギ
ル

　
ド
は
簾
欧
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
、
自
治
、
独
占
、
特
権
な
ど
は
認
め
ら
れ

　
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
、
政
府
の
徴
税
機
構
の
一
部
と
い
う
感
が
つ
よ
い
。

②
　
丼
切
．
鼠
⑦
ヨ
鶏
酸
踏
■
諸
O
密
唱
葭
鶏
自
冒
器
日
ε
二
藍
6
⑦
O
誤
頃
国
舞
O
隷
醤
唱
。
軍

　
甑
冒
Φ
遷
肖
8
霞
曝
9
圃
。
弓
。
型
固
亦
。
”
寓
o
o
H
｛
b
」
9
詣
Φ
譲
露
娼
屑
窟
鋼
お
㎝
ρ
o
慧
■
思
凸
①
◆

③
ク
ヴ
ァ
ス
ほ
菱
芽
・
水
及
び
色
々
な
穀
物
か
ら
つ
く
る
質
シ
ア
人
常
嗣

　
の
溝
涼
飲
料
。
ク
ラ
シ
ェ
ニ
ー
ナ
は
染
色
し
た
田
書
風
の
粗
亜
麻
布
。

④
　
肖
。
閤
．
｝
嵩
（
嘗
鳩
Φ
ヨ
n
o
．
領
｛
器
’
o
o
鵡
こ
。
壱
．
駆
同
①
1
畦
メ
十
八
世
紀
三
〇
～

　
四
〇
年
代
の
モ
ス
ク
ワ
県
で
は
木
材
加
工
（
荷
馬
箪
・
車
寄
．
容
羅
の
製
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造
・
製
材
他
）
、
金
属
加
工
　
（
錫
・
金
細
工
・
鍛
治
・
斧
・
鎌
な
ど
の
製

　
造
他
）
、
皮
革
生
産
（
靴
・
羊
皮
な
ど
）
、
煉
瓦
生
産
、
絢
器
つ
く
り
、
石

　
工
、
暖
濾
つ
く
り
な
ど
が
発
展
し
て
い
だ
。

⑤
O
葛
嶺
国
国
s
o
覆
鐵
Q
Q
Q
娼
噌
易
引
巽
9
碧
器
ヨ
Φ
二
二
。
司
娼
』
ミ
ム
蜀

　
十
八
世
紀
三
〇
年
代
で
は
、
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
で
の
製
品
が
劣
悪
で

　
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
が
（
主
に
外
国
入
に
よ
っ
て
）
、
瓜
ツ
臼
の
ソ
連
学

　
界
で
は
こ
れ
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
も
つ
て
い
る
。

⑥
丼
切
。
窯
。
導
舘
話
．
鑑
鎚
⑦
℃
冨
綾
き
嗣
§
。
讐
昌
琶
8
膚
り
養
震
皐
暑
。
写

　
窪
嵩
Φ
§
8
屋
鳩
虜
9
蹟
．
卜
。
》
o
碁
■
δ
ふ
Q
。
．

⑦
｝
目
掴
ε
。
農
Φ
畏
。
・
寡
，
。
・
・
8
‘
．
冒
。
壱
・
回
ミ
ム
料
。
。
．

⑧
O
蕨
8
霞
團
δ
哩
。
憶
義
Q
Q
Q
や
H
。
。
切
．
諺
ε
営
騒
器
8
罫
。
鰐
掌
H
a
噸

⑨
寧
螢
Q
。
9
。
G
。
書
。
釜
曇
密
同
。
舅
。
鵠
。
開
£
切
器
窟
鼠
冒
蓉
b
5
悶
困
お
お

　
¢
こ
0
9
層
霞
国
＄
鴛
象
、
、
閤
巳
＝
言
£
o
器
冨
。
同
聾
爵
ま
蓉
徴
H
養
同
8
護
Φ
一
H
【
讐

　
雛
℃
O
O
O
贈
圃
踏
μ
刈
i
帰
Q
Q
冨
頃
．
、
－
”
客
O
O
心
切
欝
回
㊤
切
G
Q
り
O
り
b
●
μ
刈
①
～
μ
刈
刈
．
ザ
オ
ゼ
ル

　
ス
カ
ヤ
が
あ
げ
た
労
働
者
十
二
人
の
中
で
五
人
が
こ
の
例
に
該
当
す
る
。

二

　
さ
て
、
三
〇
年
代
以
後
の
時
期
に
お
い
て
は
後
述
す
る
よ
う
に

農
罠
の
モ
ス
ク
ワ
へ
の
進
出
が
よ
う
や
く
顕
著
に
な
っ
て
く
る
の
で

あ
る
が
、
　
こ
こ
で
は
、
　
こ
の
問
題
に
ふ
れ
る
前
に
、
農
民
を
都
市

（一

ﾊ
的
に
は
非
農
業
的
専
業
）
に
か
り
た
て
た
農
村
の
事
情
を
簡
単

に
説
明
し
て
お
こ
う
。
こ
の
場
合
、
今
日
の
ソ
連
邦
学
会
に
お
い
て

モ
ス
ク
ワ
を
中
心
と
す
る
中
央
工
業
地
帯
に
つ
い
て
は
充
分
研
究
が

　
　
　
　
　
　
　
　
①

進
ん
で
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
都
市
進
出
が
顕
著
で
あ
っ
た

モ
ス
ク
ワ
近
郊
皇
室
領
農
村
に
重
点
を
お
い
て
以
下
の
考
察
を
お
こ

な
う
こ
と
に
す
る
（
一
七
三
〇
年
代
末
～
六
〇
年
代
末
の
モ
ス
ク
ワ
軽
工

業
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ニ
ア
で
の
娼
身
地
を
確
認
し
得
る
農
民
出
身
雇
傭
…
労
働

者
四
八
一
七
人
の
中
で
二
六
八
五
人
が
、
皇
室
領
農
畏
繊
身
渚
の
場
合
は
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

七
八
人
の
中
で
七
〇
三
人
ま
で
モ
ス
ク
ワ
郡
か
ら
来
て
い
る
）
。

　
こ
こ
は
、
モ
ス
ク
ワ
の
周
辺
か
ら
そ
の
北
方
・
蘂
北
方
に
か
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

農
耕
に
は
不
適
な
ポ
ド
ゾ
ル
（
灰
白
土
）
か
ら
な
る
非
黒
土
地
帯
の

中
に
あ
り
、
そ
の
土
地
に
つ
い
て
は
一
七
六
か
年
に
ゲ
ス
リ
ッ
ツ
カ

や
郷
の
農
民
達
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
「
役
に
立
つ
土
地
は
、
た
と
え

存
在
し
た
に
せ
よ
、
ご
く
わ
ず
か
」
で
あ
り
、
土
地
の
大
部
分
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
砂
地
・
苔
の
生
え
た
場
所
・
沼
沢
地
」
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

ま
た
、
剛
気
候
は
、
今
日
の
モ
ス
ク
ワ
の
場
合
、
年
平
均
気
温
摂
氏
三

・
七
度
、
と
く
に
夏
の
低
温
（
六
月
一
一
六
・
○
度
、
七
月
一
一
八
・
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

度
、
八
月
…
一
五
・
八
度
）
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
自
然
条
件
の
も
と
で
農
耕
を
行
う
た
め
に
は
、
次
の
点

が
必
要
と
さ
れ
た
。
第
一
に
、
土
地
を
深
く
耕
す
た
め
に
役
畜
四
頭

　
　
　
　
9
　
　
　
　
⑥

曳
き
の
型
・
を
も
っ
こ
と
、
第
二
に
、
耕
地
一
デ
シ
ャ
チ
ー
ナ
（
一
・
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⑦

・
〇
九
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
に
つ
き
役
畜
六
頭
に
よ
る
施
胞
を
行
う
こ
と
、

を
要
し
た
の
で
あ
り
、
．
後
者
の
条
件
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
圃
一
デ

シ
ャ
チ
！
ナ
、
三
三
制
度
の
竜
と
で
瓢
一
デ
シ
ャ
チ
ー
ナ
の
農
家
に
役

畜
が
一
頭
の
場
合
に
は
、
六
年
に
一
度
だ
け
各
署
に
施
肥
で
き
な
い

こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
当
時
の
農
家
の
自
立
し
得
る
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

準
が
里
門
子
一
人
あ
た
り
ニ
デ
シ
ャ
チ
ー
ナ
（
各
戸
八
デ
シ
ャ
チ
…
ナ
）

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
注
意
し
て
お
こ
う
。

　
こ
れ
ら
の
規
準
に
て
ら
し
て
、
モ
ス
ク
ワ
近
郊
皇
室
領
農
村
の
実

態
を
検
討
し
て
見
る
と
、
こ
の
地
域
で
の
著
し
い
士
地
不
足
が
閤
に

つ
く
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
十
八
世
紀
前
半
で
男
子
一
人
あ
た

戸　　．馬
数｛％1数｝％戸の分類

28．0

39．8

32．2

一
4
8
6
8
5
5

21．5

38．8

26．2

13．5

27

S8

R4

P7

馬なしの戸

1頭の戸
2頭の戸
3～4頭の声

i26　lioo　lni　liooムロ 計

り
一
圃
に
つ
き
○
・
八
～
一
デ
シ
ャ
チ

ー
ナ
（
一
戸
あ
た
り
、
三
～
三
・
八
デ
シ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

チ
ー
ナ
）
と
さ
れ
て
い
た
G

　
さ
ら
に
役
畜
保
有
頭
数
に
つ
い
て
は
、
．

モ
ス
ク
ワ
近
郊
皇
室
領
ネ
ク
リ
ュ
ー
ド

ヴ
ォ
村
、
ヴ
ォ
ル
イ
ソ
ス
コ
エ
村
、
ア

レ
ク
セ
ー
エ
フ
ス
コ
エ
村
、
ゴ
レ
ソ
キ

村
で
の
馬
の
保
有
状
況
を
例
に
と
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

表
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
全
体
と
し

て
馬
の
保
有
頭
数
が
少
な
く
、
と
く
に
馬
を
も
た
な
い
戸
が
二
一
・

五
％
に
も
の
ぼ
る
。
牛
の
保
有
状
況
に
つ
い
て
は
も
っ
と
事
情
が
悪

く
、
一
二
六
芦
の
中
で
六
五
戸
（
五
一
．
五
％
）
が
全
く
牛
を
持
た
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

三
～
四
頭
の
牛
を
保
有
す
る
戸
は
十
二
（
九
．
四
％
）
に
す
ぎ
な
い
。

一
七
三
四
年
に
つ
い
て
の
よ
り
包
括
的
な
資
粧
に
よ
っ
て
も
四
三
八

四
戸
の
中
で
、
　
な
ん
ら
の
家
畜
を
も
た
な
い
戸
は
六
二
八
（
一
四
．

　
　
　
　
　
　
⑭

五
％
）
で
あ
っ
た
。
　
ま
た
、
以
上
の
土
地
享
有
董
び
に
家
畜
保
有
の

収獲率

爲
招
2
D

　駁獲率
（チxトヴ
エルチ）

40

55

40

　　　｛t藩種綴漁慰
期1（㌃よデ作　物

30

S5

Q0

15

P5

P0

ライ菱

燕　菱

そ　ば

1チェトヴェルチ＝209．21リットル

状
況
か
ら
推
測
が
つ
く
よ
う
に
、
こ
こ
で

は
土
地
を
浅
く
し
か
耕
せ
な
い
一
頭
曳
き

の
鋤
が
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

⑧
る
。　

か
く
て
、
引
時
の
モ
ス
ク
ワ
近
郊
皇
室

領
農
村
に
あ
っ
て
は
多
く
の
農
家
が
す
で

に
農
業
に
お
い
て
は
地
力
を
維
持
す
る
こ

と
す
ら
園
難
な
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
収
儒
慢
率
（
播
種
量
に
対
す
る
収

穫
量
の
比
）
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
前

出衣

ﾍ
一
・
七
み
ハ
七
年
、
モ
ス
ク
ワ
郡
由
葺
室
緬
隅

ア
レ
ク
セ
ー
エ
フ
ス
コ
エ
村
の
場
合
に
つ
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⑭

い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
低
い
収
穫
率
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
決
し
て

例
外
的
で
は
な
く
、
今
日
の
ソ
連
邦
学
会
で
も
、
十
八
世
紀
の
収
穫

率
を
二
～
三
と
見
て
い
編
そ
れ
で
は
・
皇
室
領
農
民
の
生
活
管

っ
て
租
税
・
貢
租
が
ど
の
く
ら
い
の
重
荷
と
な
っ
て
い
た
か
で
あ
ろ

う
か
。

　
ま
ず
農
民
の
負
担
は
次
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

e
貨
幣
貢
租

　
　
一
七
　
一
四
年
に
は
四
〇
コ
ペ
イ
カ
、
　
一
七
五
五
年
i
一
ル
ー
ブ
リ
　
（
一
〇

　
〇
コ
ペ
イ
カ
）
、
　
一
七
六
二
年
一
一
ル
ー
ブ
リ
ニ
五
コ
ペ
イ
カ
、
　
一
七
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
八
年
－
ニ
ル
ー
ブ
リ
と
増
加
し
て
行
っ
た
。

◎
人
頭
税

　
　
一
七
二
五
年
に
七
〇
コ
ペ
イ
カ
、
一
七
六
〇
年
以
後
一
ル
ー
ブ
リ
三
〇
コ

　
　
　
　
　
　
⑰

　
ペ
イ
カ
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
⇔
若
干
の
現
物
地
代
及
び
雑
役
。

　
そ
こ
で
ア
レ
ク
セ
ー
エ
フ
ス
コ
エ
村
の
場
合
を
考
え
て
見
よ
う
。

こ
こ
で
は
ラ
イ
麦
が
十
五
デ
シ
ャ
チ
！
ナ
か
ら
四
〇
チ
ェ
ト
ヴ
エ
ル

チ
収
穫
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
各
デ
シ
ャ
チ
ー
ナ
に
つ
き
二
・
七

チ
ェ
ト
ヴ
畿
ル
チ
と
な
る
。
二
戸
あ
た
り
一
二
・
八
デ
シ
ャ
チ
ー
ナ
、

全
部
の
耕
地
に
ラ
イ
麦
を
播
種
し
た
と
仮
定
す
る
と
、
一
戸
あ
た
わ

の
収
量
は
一
〇
・
三
チ
ェ
ト
ヴ
ェ
ル
チ
と
な
る
。
当
時
の
二
戸
あ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

り
の
人
数
を
男
三
・
八
人
、
男
女
で
七
・
六
人
と
考
え
た
場
合
、
こ

の
殆
ん
ど
が
自
給
食
料
に
充
当
さ
れ
、
余
剰
は
き
わ
め
て
僅
少
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
一
七
六
七
年
モ
ス
ク
ワ
郡
で
の
ラ
イ
麦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

価
格
は
一
チ
ェ
ト
ヴ
ェ
ル
チ
あ
た
り
ニ
ル
ー
ブ
ル
八
○
ゴ
ペ
イ
ヵ
で

あ
っ
た
こ
と
を
併
せ
考
え
て
見
た
場
合
、
最
も
よ
く
土
地
を
保
．
証
さ

れ
て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
さ
え
、
人
頭
税
・
貨
幣
貢
租
の
負
担
（
一
七

六
二
年
で
は
ニ
ル
ー
ブ
リ
五
五
コ
ペ
イ
カ
、
　
一
七
六
九
年
一
三
ル
…
ブ
リ
三

〇
コ
ペ
イ
カ
）
は
辛
う
じ
て
堪
え
う
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
推

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
一
般
の
農
民
に
と
っ
て
は
農
業
だ

け
か
ら
生
活
費
・
租
税
分
を
稼
ぐ
こ
と
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
十
八
世
紀
前
半
、
工
場
主
が
官
庁
に
提
出
し

た
書
類
の
中
で
、
漫
民
が
工
場
に
や
っ
て
来
た
動
機
と
し
て
、
多
く

「
自
分
自
身
の
労
働
力
に
よ
っ
て
生
活
す
る
た
め
に
」
と
か
、
　
「
人

頭
税
及
び
皇
室
領
貢
租
を
支
払
う
た
め
に
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い

　
　
⑳

る
の
が
、
こ
の
点
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
す
べ
て
は
十
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
皇
室
領
農
民
の
減

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

少
の
傾
向
に
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
七
二
四
年
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当
時
の
モ
ス
ク
ワ
県
皇
室
領
義
僕
、
七
三
四
六
九
人
（
勇
）
は
一
七

三
四
年
で
は
六
一
一
九
五
人
に
、
つ
ま
り
一
〇
年
間
に
一
二
二
七
四

人
（
ニ
ハ
．
七
％
）
の
減
少
を
見
る
の
で
あ
る
。
減
少
人
口
の
内
容
を

一
七
二
四
年
当
時
の
人
口
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
死
亡
者
二
三
〇

八
二
人
（
三
丁
四
％
）
、
逃
亡
者
六
〇
四
五
人
（
八
・
二
％
）
、
こ
れ

に
兵
役
二
九
一
八
人
（
三
．
九
％
）
、
よ
そ
に
移
さ
れ
た
着
四
一
八
人

（
○
・
五
％
）
な
ど
、
喪
失
人
口
は
実
に
三
二
四
六
三
人
（
四
三
．
八
％
）

に
も
達
す
る
。
加
う
る
に
、
の
こ
る
四
一
〇
〇
六
人
の
中
で
三
四
三

六
人
（
八
・
六
％
）
は
老
衰
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
死
者
・
逃

亡
者
・
老
衰
者
が
、
か
く
も
多
数
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

納
税
人
口
調
査
の
際
に
登
録
さ
れ
た
人
数
分
だ
け
は
、
次
の
人
口
調

査
に
至
る
間
、
連
帯
責
任
で
納
税
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い

う
事
情
と
相
ま
っ
て
農
艮
の
負
担
を
一
兎
重
い
も
の
と
し
て
行
っ
た

の
で
あ
る
。

　
結
論
と
し
て
い
え
ば
、
モ
ス
ク
ワ
近
郊
皇
室
領
農
村
で
は
、
き
び

し
い
自
然
条
件
、
土
地
・
家
畜
の
不
充
分
な
保
有
と
い
っ
た
事
情
の

も
と
に
あ
っ
て
、
農
業
だ
け
に
依
存
し
て
生
計
を
鴬
む
こ
と
は
困
難

で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
、
す
で
に
貨
幣
貢
．
租
制
度
に
移
行
せ
ざ
る
を

え
な
い
現
実
的
基
盤
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
モ
ス
ク

ワ
と
い
う
一
大
工
業
中
心
地
を
近
く
に
控
え
て
い
る
と
い
う
条
件
の

も
と
で
、
農
民
の
非
農
業
的
営
業
へ
の
進
出
が
、
今
後
い
ち
じ
る
し

い
も
の
と
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
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ド
ゾ
ル
は
、
上
部
は
腐
植
土
に
よ
る
灰
色
の
暦
、
真
中
が
担
い
砂
ま
じ
り

　
の
沖
積
土
、
下
醐
屑
が
費
褐
色
の
粘
土
の
ま
じ
っ
た
酸
性
土
壌
で
あ
る
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送
・
橋
修
理
・
乾
草
納
入
・
雪
掃
除
な
ど
の
義
務
を
さ
す
。

⑲
　
Q
．
類
噛
切
。
藁
。
劉
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器
；
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。
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。
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寓
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目
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8
鵠
誤
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9
｝
｛
屠
b
o
ツ
議
ヨ
器
自
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8
Φ
S
露
頃

　
塁
貧
。
ぎ
緊
＆
輻
9
壌
咽
一
穂
翻
H
O
。
壊
器
篤
昆
ヨ
舶
【
o
望
一
器
お
器
碁
り
筈
o
o
吋
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冨
↓
【
画
工
愚
9
き
一
り
㎝
O
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や
臨
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⑳
　
ρ
ヌ
b
づ
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畠
e
喚
器
。
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綴
尋
闇
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昌
■
卜
。
O
～
卜
。
一
◆

　
と
こ
ろ
で
農
民
が
非
農
業
的
営
業
に
転
ず
る
場
合
、
農
奴
制
が
強

圃
に
支
配
し
た
当
時
に
あ
っ
て
は
、
決
し
て
坦
々
た
る
道
を
辿
り
え

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
地
主
は
自
己
の
経
済
的
基
盤
で
あ

る
農
民
を
把
握
し
え
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
農
民
の
出
稼
ぎ
を

極
度
に
抑
え
よ
う
と
つ
と
め
て
、
嵐
稼
ぎ
に
対
し
て
は
期
限
つ
き
の

旅
券
を
交
付
し
て
農
民
の
移
動
を
制
限
し
た
の
も
、
こ
の
例
に
あ
た

①る
。
事
実
、
出
稼
ぎ
が
逃
亡
に
転
化
し
た
例
も
ま
た
稀
で
は
な
く
、

中
に
は
モ
ス
ク
ワ
に
三
〇
年
も
と
ど
ま
っ
て
い
た
よ
う
な
場
合
も
あ

　
　
　
　
　
◎

つ
た
の
で
あ
る
。

　
政
府
…
自
身
も
ま
た
、
十
八
世
紀
初
硝
帆
以
来
、
バ
ル
ト
一
紐
・
黒
崩
海
進

出
・
都
市
・
大
工
業
建
設
な
ど
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
農

民
を
自
己
の
財
政
的
・
軍
事
的
基
礎
と
し
て
し
っ
か
り
と
把
握
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
と
を
意
図
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
農
民
の
出
稼
ぎ
と
逃
亡

に
対
し
て
は
深
刻
な
関
心
を
も
つ
て
い
た
。
十
八
世
紀
初
頭
に
至
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ヴ
オ
ル

ま
で
の
課
税
の
基
本
単
位
は
戸
で
あ
っ
て
家
族
員
の
構
成
が
第
一

義
的
な
音
心
乱
を
も
た
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
　
一
七
二
昌
二
年
の
人
頭

税
実
施
は
む
し
ろ
住
民
の
一
人
一
人
目
国
家
権
力
に
よ
っ
て
把
握
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
各
人
に
一
定
の

住
地
を
考
え
て
は
じ
め
て
実
施
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も

人
頭
税
実
施
以
前
の
い
わ
ば
槽
対
的
な
自
由
が
失
わ
れ
て
、
こ
こ
に

農
奴
制
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す
る
竜
の
と
も
な
っ
た
。
か
く
て
政
府

は
幾
回
も
の
法
令
で
も
つ
て
、
地
主
が
農
奴
・
僕
碑
の
戸
籍
を
隠
匿

せ
ず
に
属
出
る
こ
と
を
義
務
と
し
て
規
定
し
、
違
反
に
対
し
て
は
体

刑
・
領
地
没
収
・
罰
金
な
ど
の
処
分
を
行
う
旨
、
警
告
を
発
し
て
い

⑤
る
。　

と
く
に
工
業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
即
時
、
大
工
場
が
農
民
の
逃
亡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
際
し
て
の
避
難
所
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
か
ら
、
政
府
は
工

場
へ
の
…
羅
傭
者
が
監
督
官
庁
か
ら
の
証
明
書
を
持
参
す
る
こ
と
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

か
る
証
明
書
を
も
た
な
い
者
を
工
場
に
入
れ
な
い
こ
と
を
要
求
し
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
労
働
力
不
足
に
苦
し
む
マ
ニ
ュ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ア
ク
チ
ュ
ア
主
の
不
満
を
よ
び
お
こ
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
中
に
あ
っ
て
、
政
府
の
態
度
に
は
矛
盾
し
た
面
が
見
ら
れ
る
。

102 （422）



十八世紀中葉ロシア1こおける労働力市場の性格について（董武）

す
な
わ
ち
、
政
府
は
十
八
世
紀
の
二
〇
～
五
〇
年
代
に
か
け
て
農
民

の
営
業
進
出
へ
の
圧
迫
を
強
化
し
て
い
く
一
方
、
マ
ニ
ュ
フ
岬
，
ク
チ

ュ
ア
主
の
利
益
を
も
無
視
で
き
ず
、
事
実
上
は
逃
亡
老
を
…
羅
傭
労
働

者
と
し
て
お
い
て
お
く
こ
と
を
黙
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ

⑨る
。
政
府
自
身
竜
ま
た
、
そ
の
建
設
事
業
（
要
塞
・
都
市
．
工
場
．
運

河
）
に
多
く
の
労
働
老
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
農
民
の
参

　
　
　
　
　
　
　
，
⑧

加
を
奨
励
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
政
府
の
財
政
的
関
心
（
人
頭
税
）
、
地
主
の
農
民
把

握
強
化
へ
の
志
向
、
さ
ら
に
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
主
の
労
働
力

不
足
の
事
情
に
制
約
さ
れ
て
政
府
の
態
度
が
動
揺
を
重
ね
て
い
る
間

に
、
農
民
の
非
農
業
的
営
業
へ
の
進
出
は
、
そ
れ
が
農
村
で
の
貧
困

に
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
発
展
は
不
可
避
と
な
り
、

出
稼
ぎ
と
逃
亡
は
増
大
の
傾
向
を
辿
る
。

　
こ
う
し
た
農
民
の
鋤
向
を
背
景
に
し
て
、
地
主
は
一
方
で
は
農
民

の
非
農
業
的
営
業
に
対
し
て
一
面
危
惧
の
念
を
も
ち
つ
つ
も
、
次
第

に
こ
れ
を
是
認
す
る
方
向
を
と
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
局

の
と
こ
ろ
、
地
主
が
自
己
の
収
入
源
を
多
く
農
民
の
非
農
業
的
営
業

に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
方
向
へ
の
態
度
変
更
を
せ
ま
る
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
中
で
政
府
自
身
も
ま
た
六
〇
～
七
〇
年
代
に
お
い
て
、
農

民
の
工
業
の
自
由
を
認
め
る
に
至
る
（
後
述
）
。

①
　
O
高
9
霞
き
日
。
唱
蚤
Q
Q
O
拶
回
Q
。
ピ
コ
。
⇔
d
同
o
b
智
写
譜
釜
日
層
。
唇
層
翻
為
9

②
Q
．
雲
．
切
。
夷
。
壁
語
群
。
σ
．
O
O
タ
”
O
越
．
研
ω
■
イ
ズ
マ
イ
潔
ヴ
ォ
村
の
農
罠

　
　
一
〇
六
人
は
一
七
一
八
～
一
七
二
三
年
に
マ
ロ
・
ヤ
ロ
ス
ラ
フ
郡
に
あ
る

　
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
の
帆
布
・
木
綿
・
麻
布
工
場
に
赴
い
た
が
、
期
限
が
す
ぎ

　
て
も
帰
ら
ず
、
…
七
罫
書
年
重
で
、
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
モ

　
　
ス
ク
ワ
の
入
口
に
あ
る
フ
シ
ェ
「
ス
ヴ
ャ
ト
ス
キ
ー
橋
の
た
も
と
に
車
修
理

　
工
場
を
つ
く
っ
た
農
民
は
一
七
四
四
年
以
来
三
〇
年
間
も
そ
こ
に
と
ど
ま

　
　
つ
て
い
た
。

③
O
器
纂
口
蓉
円
8
匿
Q
Q
O
℃
し
Q
。
騨
器
窟
気
長
冨
8
冨
讐
。
唇
」
罐
ム
①
㎝
噛

　
ω
¢
ピ
　
…
七
〇
五
年
に
は
二
〇
戸
に
つ
き
…
人
、
　
一
七
一
一
年
一
四
〇
戸

　
に
つ
ぎ
一
人
、
一
七
一
五
年
に
は
七
五
戸
か
ら
一
人
の
土
合
で
兵
士
が
徴

　
募
さ
れ
た
。
各
建
設
事
業
に
は
主
に
旋
民
が
使
役
さ
れ
、
た
と
え
ば
一
七

　
〇
四
年
か
ら
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
建
設
に
は
、
三
回
に
わ
た
っ
て
四
万
入
が

　
働
い
て
い
た
。
な
お
、
　
一
七
二
四
年
の
国
庫
収
入
の
中
で
直
接
税
（
主
に

　
人
頭
税
）
が
五
五
・
五
％
を
占
め
て
い
た
。

④
　
類
．
類
”
潟
馨
【
Φ
翼
P
頴
自
8
H
圃
飴
舞
9
嶺
。
弩
。
蓉
。
、
国
ぎ
冨
9
0
0
Q
ダ
目
。
寓

　
鮒
鼠
O
O
蔭
欝
お
㎝
b
っ
層
O
哩
や
ω
①
回
‘
　
一
七
二
三
年
の
法
令
に
お
4
9
い
て
は
国
有

　
地
熱
民
・
皇
室
領
農
民
だ
け
で
な
く
、
地
主
領
農
民
、
さ
ら
に
は
地
主
の

　
撲
碑
に
至
る
ま
で
入
頭
税
を
課
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
納
税
入
口

　
調
査
を
定
期
的
に
行
な
う
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

⑤
内
．
類
■
c
◎
9
。
。
・
呂
輿
銘
．
翻
零
禽
切
。
隅
。
甥
。
》
冨
器
冨
。
串
凝
呂
畠
桝
凄
⑦
鵠

　
蜀
二
〇
愚
．
♂
①
噛

⑥
　
9
【
o
窟
｛
順
二
お
日
。
鵠
潟
O
Q
Q
担
お
罷
．
翻
．
じ
渉
8
鵠
箆
帰
陣
。
匿
㊦
冨
ダ
。
暮
・
お
N
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こ
れ
は
辺
境
の
場
合
と
く
に
い
ち
じ
る
し
い
。

⑦
¢
騨
。
。
き
器
娼
賃
鍵
9
漿
9
e
・
．
8
f
禽
や
♂
切
ム
①
①
「
～
七
二
五
～
二

　
七
年
の
法
令
に
は
「
逃
亡
者
並
び
に
旅
券
を
も
た
な
い
潜
を
」
工
場
に
入

　
れ
な
い
よ
う
に
、
と
あ
る
。

⑧
図
儲
。
ぎ
塁
醤
諮
ぎ
蓉
同
。
娼
窪
Q
O
Q
㌣
白
。
寓
卜
。
智
竃
。
o
欝
齢
し
⑩
㎝
ω
・
o
唇
．

　
一
α
o
。
ー
ド
切
㊤
．
　
一
七
三
六
年
に
、
そ
れ
ま
で
工
場
に
働
い
て
い
た
全
熟
練
労

　
働
者
を
工
場
に
緊
縛
す
る
雷
の
法
令
が
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
逃
亡
者
を

　
工
場
に
安
全
に
保
持
出
来
る
よ
う
に
要
求
し
た
モ
ス
ク
ワ
の
工
場
主
の
諮

　
願
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

⑨
O
器
要
羨
S
。
b
邑
Q
Q
Q
℃
レ
○
。
冨
・
琴
題
護
お
冒
①
冨
ダ
。
琶
．
一
ト
。
b
。
1
誌
ω
■

　
た
と
え
ば
、
一
七
三
～
年
・
七
月
ニ
戸
田
に
は
一
時
的
に
逃
亡
春
を
工
場

　
に
お
く
こ
と
を
政
府
…
は
認
め
て
い
る
。

⑩
○
器
b
護
容
8
唱
議
Q
Q
Ω
乍
一
。
。
甲
馨
窟
磐
器
演
9
タ
。
唇
．
ミ
9
ラ

　
ド
が
運
河
の
建
設
に
は
二
～
三
千
人
の
三
三
が
徴
募
さ
れ
た
が
、
こ
の
際
、

　
擬
民
は
抑
留
さ
れ
た
り
、
不
義
由
な
状
態
に
お
と
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は

　
な
い
と
約
束
し
て
い
る
。
・

三

　
三
〇
年
代
末
か
ら
六
ケ
年
代
末
に
か
け
て
の
モ
ス
ク
ワ
へ
の
農
民

の
進
出
の
過
程
で
は
、
多
数
の
農
畏
出
身
脚
質
傭
労
働
者
及
び
若
子
の

農
民
資
本
家
の
剖
出
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
こ
の
時
期
の
モ
ス
ク
ワ
の
軽
工
業
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア

で
働
い
て
い
た
雇
傭
労
働
者
六
三
六
六
人
（
出
身
不
明
の
者
三
人
を
含

む
。
な
お
、
織
物
工
業
に
は
四
九
八
八
人
1
1
七
八
・
三
％
）
の
構
成
で
は
、

前
の
資
料
と
比
べ
て
、
都
市
住
魁
の
比
重
の
低
落
（
五
三
四
人
1
1
八
・

五
％
）
に
か
わ
っ
て
農
民
の
進
出
（
五
三
二
二
人
騰
八
三
・
六
％
）
が
特

徴
的
で
あ
る
。
農
民
出
身
者
内
部
の
購
書
も
大
き
く
変
化
し
、
こ
こ
で

は
地
主
領
農
民
が
二
七
〇
六
人
目
五
〇
・
九
％
）
で
首
位
に
立
ち
、
こ

れ
に
地
主
の
下
僕
四
八
九
人
（
九
・
二
％
）
を
あ
わ
せ
る
と
三
一
九

五
人
（
六
〇
．
一
％
）
と
な
る
。
つ
い
で
修
道
院
領
農
民
一
二
三
三
人

（
二
三
二
％
）
、
皇
室
領
農
民
八
七
八
人
（
一
六
・
五
％
）
お
よ
び
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
他
一
六
人
層
（
○
・
三
％
）
の
順
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
農
民
の
中
で
モ

ス
ク
ワ
郡
出
身
者
が
過
半
数
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
さ
き
に
見
た
通

り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
モ
ス
ク
ワ
に
近
接
し
て
い
る
と
い
う
事
情

が
労
働
力
の
販
売
に
よ
っ
て
生
活
し
う
る
グ
ル
ー
プ
を
生
み
だ
し
え

た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
訂
う
。

③
｝
讐
誉
乞
集
Φ
覆
p
嵩
器
．
0
9
｛
；
o
帽
」
黛
。

　
次
に
農
民
暦
内
部
で
の
農
民
企
業
家
、
と
く
に
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ

為
ア
主
出
現
の
問
題
を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
牽
八
世
紀

二
〇
～
七
〇
年
代
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
皇
室
領
農
民

娼
身
の
工
場
・
王
と
し
て
は
テ
…
・
テ
フ
・
カ
ラ
ム
ィ
シ
ェ
フ
の
よ
う
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に
、
一
七
二
二
年
に
織
機
一
四
〇
台
と
労
働
者
四
八
○
人
を
も
ち
、

生
産
さ
れ
た
帆
布
を
遠
く
海
外
に
ま
で
売
り
さ
ば
い
て
い
た
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
十
八
世
紀
荊
半
の
時
期
で
は
、
一

船…

ﾉ
灘
鱒
民
が
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
主
に
な
る
こ
と
は
｛
農
奴
剃
覇
幽
文
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

と
の
関
連
で
き
わ
め
て
困
難
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

時
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
主
の
多
く
は
商
人
身
分
に
属
し
、
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

商
工
業
活
動
の
独
占
を
か
ね
て
主
張
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
．
こ
の
点

で
よ
う
や
く
拾
頭
の
兆
を
見
せ
て
き
つ
つ
あ
っ
だ
農
民
企
業
に
対
し

て
は
極
め
て
敵
対
的
な
態
度
を
幽
し
、
政
府
に
二
っ
て
農
民
企
業
の

圧
迫
を
要
求
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
動
き
は
、
農
民
を
自
己
の
財
政

的
そ
の
他
の
基
盤
と
し
て
緊
縛
し
よ
う
と
す
る
政
府
の
方
針
と
一
致

し
て
、
こ
こ
に
農
民
企
業
に
対
す
る
圧
迫
が
強
化
さ
れ
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
一
七
二
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
の
一
連
の
禁

令
（
農
村
に
住
む
農
琵
の
都
市
で
の
取
引
権
の
喪
失
に
は
じ
ま
っ
て
、
「
真
の

工
業
家
」
以
外
に
よ
る
工
業
製
愚
の
製
造
禁
止
に
至
る
）
が
こ
の
こ
と
を
証

　
　
⑤

明
す
る
。

　
こ
う
し
た
車
情
か
ら
三
〇
年
代
以
後
の
農
民
工
業
の
展
開
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
べ
に
ス
ウ
カ
が
ス
タ
イ
ニ

る
考
察
の
重
点
は
「
法
令
な
し
」
企
業
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る

（
当
時
、
新
工
場
の
設
立
に
際
し
て
は
欄
々
の
場
合
に
つ
い
て
敢
府
の
法
今

を
必
要
と
し
た
）
。
　
そ
し
て
こ
れ
は
農
民
の
中
か
ら
い
わ
ば
自
生
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヨ
　
　
　
つ

生
れ
た
竜
の
で
、
か
つ
政
府
の
工
業
規
制
の
外
に
あ
る
も
ぐ
り
の
工

場
で
あ
っ
た
。
、

　
こ
の
種
の
農
民
企
業
は
早
く
も
二
〇
年
代
の
そ
ス
ク
ワ
に
存
在
し

て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
の
事
清
は
一
七
二
四
年
五
月
に
提
呂

さ
れ
た
モ
ス
ク
ワ
の
ラ
シ
ャ
工
場
主
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
シ
チ
ェ
ゴ
リ

ソ
お
よ
び
同
じ
く
イ
ワ
ン
・
ソ
ボ
リ
コ
フ
の
嘆
願
書
に
見
る
こ
と
が

　
　
⑥

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
モ
ス
ク
ワ
に
は
多
く
の
小
さ
な
手
工
業
者
が

現
わ
れ
て
き
て
お
り
、
借
家
や
自
分
の
家
に
法
令
に
よ
る
こ
と
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

勝
手
に
一
～
二
～
三
台
の
織
機
を
竜
っ
て
い
て
、
カ
ラ
ゼ
ヤ
を
我
流

で
織
り
、
親
方
に
よ
っ
て
で
は
な
く
一
人
で
小
さ
な
容
器
に
い
れ
て

　
　
　
③

サ
ン
ダ
ル
だ
け
で
染
め
あ
げ
て
い
る
…
そ
し
て
こ
の
手
織
の
カ
ラ
ゼ

ヤ
を
枠
や
圧
搾
機
に
よ
る
仕
上
げ
を
せ
ず
に
、
ご
く
少
量
を
…
一
ア

ル
シ
ン
に
つ
き
五
乃
至
山
ハ
ジ
ェ
ニ
ガ
あ
て
割
引
き
し
た
備
…
段
一
で
秘
露
っ

て
」
い
る
（
一
ア
ル
シ
ン
は
七
一
．
一
ニ
セ
ツ
チ
。
一
ジ
ェ
ニ
ガ
は
半
コ
ペ

イ
カ
に
あ
た
る
）
と
述
べ
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
時
で
の
普
及
の
状
態

が
推
察
で
き
る
。
そ
の
後
の
時
期
に
お
け
る
小
生
産
の
ひ
ろ
が
り
の

大
体
の
様
子
は
、
一
七
一
二
九
年
に
モ
ス
ク
ワ
で
逮
捕
さ
れ
た
「
法
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

な
し
」
生
産
者
達
に
対
す
る
離
間
書
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。
逮
捕
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さ
れ
た
企
業
主
ア
ン
ナ
・
ス
ピ
リ
ド
ノ
ヴ
岬
，
の
屯
と
で
働
い
て
い
た

労
働
者
一
の
一
人
用
ダ
ニ
ロ
・
ヴ
ァ
シ
リ
エ
フ
の
場
合
を
例
に
と
ろ

⑩う
。
彼
は
一
七
〇
九
年
に
ヴ
ォ
ロ
グ
ダ
か
ら
モ
ス
ク
ワ
へ
や
っ
て
来

て
、
　
「
自
ら
の
願
望
に
よ
っ
て
…
…
商
人
イ
ヴ
ァ
ソ
・
ヴ
ァ
シ
リ
エ

フ
の
も
と
ヘ
モ
ー
ル
織
の
習
得
に
赴
き
」
、
　
そ
こ
で
「
十
五
年
間
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ロ
ボ
　
ダ

修
業
し
た
。
そ
の
後
、
メ
シ
チ
ソ
ス
カ
や
郊
外
村
に
行
っ
て
、
そ
こ

で
「
自
分
で
モ
ー
ル
製
造
を
行
な
い
、
つ
い
で
「
一
七
一
八
年
に
は
、

彼
、
ダ
ニ
ロ
は
、
自
分
の
願
望
で
マ
ー
ル
ィ
エ
・
ル
ジ
ニ
ッ
キ
ー
に

お
い
て
商
人
に
登
録
さ
れ
、
モ
ー
ル
を
自
分
で
十
五
年
間
つ
く
っ
た
。

そ
し
て
一
七
三
六
年
に
は
彼
、
ダ
ニ
μ
は
、
モ
ー
ル
を
織
る
た
め
に
、

自
分
の
願
望
で
し
ボ
ク
ロ
フ
ス
コ
二
村
に
あ
る
ア
フ
ォ
ナ
シ
ア
・
ル

ー
キ
ソ
の
絹
工
場
に
赴
い
て
、
「
そ
こ
で
彼
は
二
年
間
モ
ー
ル
を
織
っ

た
」
。
ル
ー
キ
ソ
の
も
と
を
去
っ
て
後
は
モ
ス
ク
ワ
の
住
民
と
な
り
、

そ
こ
で
あ
ら
ゆ
る
雑
役
労
働
に
従
事
し
て
い
た
が
、
　
「
こ
の
一
七
三

九
年
八
月
に
、
彼
、
ダ
ニ
ロ
は
、
モ
ー
ル
を
織
る
た
め
に
未
亡
人
ア

ン
ナ
・
ス
ピ
リ
ド
ヴ
ァ
の
も
と
に
赴
い
た
」
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
資
料
で
は
“
十
八
世
紀
前
半
に
は
労
働
者
が
各
地
を
転
々
し

て
・
も
、
ど
こ
か
で
新
し
い
職
場
が
見
つ
か
る
ほ
ど
、
何
ら
か
の
工
場

が
普
及
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
自

己
の
居
住
地
を
去
っ
た
老
達
が
工
場
に
は
い
っ
て
、
そ
こ
で
何
か
技

能
を
身
に
つ
け
て
、
そ
の
後
は
一
定
期
聞
、
露
ら
生
産
を
営
ん
で
い

た
と
い
う
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
小
経
営
が
先

に
の
べ
た
シ
チ
ェ
ゴ
リ
ソ
ら
の
嘆
願
三
田
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

へ
　
　
　
も
　
　
　
も

も
ぐ
り
の
生
産
者
．
に
あ
た
る
と
推
定
さ
れ
る
。
今
後
こ
れ
ら
の
小
生

産
者
の
あ
る
者
た
ち
は
没
落
し
て
労
働
者
と
な
り
、
少
数
の
あ
る
老

達
は
農
民
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
し
て
成
長
を
と
げ
℃
い
く
で
あ
ろ

・
う
。　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
は
「
法
令
な
し
」
生
産
の
規
模
に
つ

い
て
ふ
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
さ
き
に
あ
げ
た
一
七
三
九
年
八
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

モ
ス
ク
ワ
で
逮
捕
さ
れ
た
生
産
老
達
の
場
合
は
そ
の
生
産
が
概
し
て

小
規
模
な
こ
と
が
特
微
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

の
ア
ン
ナ
・
ス
ピ
リ
ド
ノ
ヴ
ァ
（
地
主
領
貢
租
農
民
の
妻
）
は
モ
ー
ル
織
機

　
三
台
と
雇
傭
労
働
港
三
人
。

⇔
ア
ル
タ
モ
ン
・
ル
キ
ャ
ー
ノ
フ
（
修
道
院
領
饅
渠
）
は
モ
ー
ル
織
機
三
台

　
と
雇
傭
労
働
者
三
人
。

鱒
シ
ェ
メ
ン
・
ア
ン
ド
リ
ェ
エ
フ
（
皇
室
領
農
罠
）
は
モ
ー
ル
織
機
四
台
と

　
雇
傭
労
働
春
四
人
。

㈲
ア
ル
タ
モ
ン
・
ク
ラ
シ
ー
リ
ニ
コ
フ
（
商
人
）
は
モ
ー
ル
織
機
一
台
。
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こ
の
資
料
だ
け
で
は
、
当
時
の
「
法
令
な
し
」
生
産
の
規
模
を
断

定
で
き
な
い
に
し
て
も
、
前
の
資
料
と
も
あ
わ
せ
て
考
え
た
場
合
、

三
〇
年
代
末
で
は
、
一
応
小
生
産
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
「
法
令
な
し
」
生
産
の
発
展
は
、
政
府
の
規
制
外
に
あ
る
た

め
租
税
を
の
が
れ
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
巨
額
の
施
設
投
資
を
要
し

な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
「
法
令
」
工
場
主
だ
ち
の

大
き
φ
な
脅
嚇
猷
と
山
な
っ
た
。
　
た
と
轟
ん
ば
、
　
　
7
七
㎜
H
山
ハ
年
、
　
「
法
ム
刀
」
　
工

場
主
だ
ち
が
「
法
令
な
し
」
生
産
の
禁
止
を
要
求
す
る
理
由
と
し
て

次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
　
「
法
令
な
し
」
生
産
者
た
ち
が
「
か
く

れ
た
場
所
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
商
品
を
や
す
く
売
っ
て
い
る
」
の

に
対
し
て
、
「
法
令
」
工
場
で
は
、
か
か
る
粗
悪
な
商
晶
を
つ
く
る

に
し
て
竜
、
こ
ん
な
に
や
す
く
売
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
「
工
場
主
は
工
場
の
た
め
に
建
物
を
建
て
、
す
く
な
か
ら
ぬ
原
料
■

や
資
材
を
準
備
し
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
に
か
な
り
の
資
本
を
つ
か
う

の
で
あ
り
、
若
干
の
工
場
で
は
借
金
に
対
し
て
利
子
さ
え
支
払
っ
て

　
　
　
⑫

い
る
」
と
。

　
し
か
し
、
工
場
主
達
が
本
当
に
脅
威
を
感
じ
た
の
は
、
実
は
、
彼

ら
の
工
場
の
労
働
者
が
工
場
の
書
物
を
う
ば
っ
て
「
逃
亡
し
、
そ
れ

を
『
法
令
な
し
』
工
場
の
生
産
者
に
売
り
」
、
逃
亡
後
は
「
す
ぐ
な

か
ら
ぬ
工
場
資
本
へ
の
出
費
に
よ
っ
て
訓
練
さ
れ
た
技
術
」
で
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
、
　
「
法
令
な
し
」
工
場
で
「
生
産
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
に
よ

っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
後
述
す
る
当
時
の
労
働
力
不
足
の
事
情
に
さ

ら
に
拍
車
を
か
け
る
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
こ
こ
で
は
、
工
場
で
技
能
を
身
に
つ
け
た
労
働
者
が
「
法

令
な
し
」
企
業
で
自
ら
の
生
産
を
は
じ
め
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ

れ
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
十
八
世
紀
前
半
の
モ
ス
ク
ワ
の
マ
ニ
ュ

フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
は
出
稼
ぎ
農
民
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
学
校
の
役
割
を

は
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
小
生
産
の
発
展
は
、
三
〇
年
代
末
か
ら
四
〇
年
代
に

か
け
て
、
工
場
主
達
を
し
て
「
色
々
な
身
分
の
人
々
が
工
場
を
建
て
、

そ
こ
に
工
場
か
ら
そ
の
労
働
者
を
お
び
き
寄
せ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら

若
干
の
工
場
は
そ
の
器
具
と
つ
く
ら
れ
た
商
事
を
屯
つ
た
ま
ま
休
止

　
　
　
　
　
⑭

の
状
態
に
あ
る
」
と
い
わ
し
む
る
に
ま
で
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
動
き
に
対
し
て
、
政
府
は
「
法
令
」
工
場
主
の
要
求
に
よ
っ

て
、
　
「
法
令
な
し
」
生
産
へ
の
圧
迫
を
つ
づ
け
て
い
く
の
で
あ
り
、

政
府
は
ま
ず
一
七
三
九
年
七
月
二
五
日
、
モ
ス
ク
ワ
に
お
い
て
法
令

に
よ
る
こ
と
な
く
工
場
を
た
て
て
い
る
者
に
対
し
て
は
「
彼
ら
の
工
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場
で
つ
く
ら
れ
た
商
晶
及
び
器
具
を
没
収
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
罰
し
、

か
つ
彼
ら
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
た
器
具
は
『
法
令
な
し
』
工
場
主
を

さ
が
す
の
に
大
き
な
努
力
を
し
た
『
法
令
』
工
場
の
所
有
者
に
引
き

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

わ
た
す
」
こ
と
を
決
め
、
さ
・
り
に
一
七
四
六
年
に
は
こ
れ
に
加
え
て

「
第
一
回
貝
の
留
手
に
対
し
て
は
二
五
ル
ー
ブ
リ
、
第
二
回
目
に
対

し
て
は
五
〇
ル
ー
ブ
リ
、
第
一
二
圓
巨
に
対
し
て
は
一
〇
〇
ル
ー
ブ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
国
庫
に
と
り
た
て
る
」
旨
、
警
告
を
出
す
に
至
っ
て
い
る
。

　
他
方
、
こ
う
し
た
圧
迫
の
中
で
、
　
「
法
令
な
し
」
企
業
は
、
そ
の
・

後
も
発
展
を
つ
づ
け
て
行
き
、
た
と
え
ば
、
一
七
六
四
年
六
月
四
日

に
は
モ
ス
ク
ワ
近
郊
ボ
ク
ロ
フ
ス
コ
漁
村
（
皇
室
領
）
に
お
い
て
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
も

力
に
対
す
る
公
然
た
る
抵
抗
さ
え
発
生
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場

合
、
密
告
に
も
と
ず
い
て
平
倉
隊
が
同
村
に
嵐
嚇
し
、
「
法
令
な
し
」

生
産
者
を
懸
口
∵
連
行
し
て
の
帰
途
A
　
「
き
わ
め
て
多
く
の
群
衆
が

槻
棒
や
石
を
も
つ
て
走
り
集
ま
り
、
警
羅
隊
に
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
お

そ
い
か
か
っ
て
、
め
ざ
す
生
産
老
並
び
に
杭
毛
糸
と
羊
毛
の
は
い
っ

た
袋
を
兵
士
か
ら
う
ば
い
と
っ
た
」
上
で
、
　
「
密
告
老
を
死
に
瀕
す

る
ほ
ど
な
ぐ
り
つ
け
て
頭
を
割
り
…
…
」
、
南
砂
隊
も
「
辛
う
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
」
の
で
あ
っ
た
。

　
結
島
の
と
こ
ろ
、
政
府
は
「
法
令
な
し
」
生
産
の
公
認
に
、
努
力
し
、

地
主
竜
ま
た
農
民
の
商
工
業
活
動
の
自
由
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
己
の
収
入
増
加
を
農
民
の
商
工
業
か
ら
の
貢
税
に
求
め
る
方
向
に

転
換
し
、
か
く
て
両
者
は
共
に
、
あ
く
ま
で
商
工
業
独
占
を
主
張
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

る
商
人
を
お
さ
え
て
、
農
畏
工
業
の
自
由
を
実
現
す
る
に
い
た
っ
た
。

一
七
六
九
年
九
月
十
日
の
法
令
（
モ
ス
ク
ワ
及
び
、
そ
の
近
郊
で
の
「
法

令
な
し
」
生
産
の
合
法
化
）
に
は
じ
ま
り
、
　
一
七
七
五
年
六
月
二
八
β

の
法
令
（
完
全
な
膚
由
獲
得
）
に
至
る
一
連
の
措
置
は
こ
う
し
て
打
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

串
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
六
〇
～
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
吾
々
は
農
民
工
業
の
展

開
の
状
況
に
つ
い
て
の
や
や
包
括
的
な
資
料
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、
工
業
の
自
由
布
告
に
際
し
て
政
府
が
織
機
一
台
に
つ
き
ニ

ル
ー
ブ
リ
の
納
付
と
引
き
換
え
で
交
付
し
た
許
可
証
を
被
交
付
者
の

織
機
所
有
台
数
に
よ
り
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
発
行
数
の
最
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

多
か
っ
た
一
七
七
三
年
に
つ
い
て
見
る
と
次
表
の
よ
う
に
な
る
。
こ

こ
で
は
も
ち
ろ
ん
、
圧
倒
的
多
数
が
一
～
二
台
の
所
有
者
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
す
で
に
一
〇
～
二
〇
台
の
閣
の
、
所
有
者
も

か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
の
で
あ
妙
、
農
村
で
の
ブ
ル
ジ
．
ア
ジ
i
形

成
の
過
程
が
か
な
り
進
行
し
て
い
た
も
の
と
冤
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。

今
の
と
こ
ろ
、
十
八
世
紀
の
ロ
シ
ア
に
お
い
て
、
織
機
痢
台
か
ら
の
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ムロ 計

許可証被交付考についての織機所有による分類
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ツ
自
門
Σ
）
裟
昌
唱
謡

企
業
等
か
労
働
の
分
業
小
を
門
閥
用
す
る
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク

チ
ュ
ア
型
の
企
業
と
よ
び
得
る
か
を
規
定
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
は
困
難
で
あ
る
が
、
織
機
九
～
一
〇
台
以
上
を

も
つ
企
業
を
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
と
考
え
て
も
、

そ
れ
ほ
ど
誤
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

農
民
イ
ヴ
ァ
ソ
・
メ
ド
ヴ
エ
ジ
ェ
フ
の
場
会
、
四

つ
の
部
屋
に
頸
巾
織
機
二
台
・
リ
ボ
ン
織
機
七
台
、

計
九
台
の
織
機
の
外
に
、
経
糸
製
造
機
二
台
・
絹

ま
き
機
二
台
、
糸
巻
き
四
〇
～
六
〇
個
を
も
ち
、

染
色
を
除
い
て
、
紡
糸
か
ら
織
布
に
至
る
全
行
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
。

①
ρ
適
切
。
二
三
．
習
甥
8
鼠
壁
㊦
蕎
。
冨
。
疑
×

　
譲
貫
。
雲
翻
ぎ
誉
δ
雲
。
浮
凱
頃
8
冨
誉
器
H
。
。
ヒ
醇
．
層

　
o
趨
「
①
○
。
も
ω
■
こ
の
他
に
、
モ
ス
ク
ウ
近
郊
皇
室
領
縫

　
村
山
悶
身
湿
僧
と
し
て
は
ヴ
ァ
シ
リ
。
ザ
イ
ツ
ェ
フ
（
皮

　
廿
串
工
場
主
）
、
　
ア
ー
・
カ
ー
・
グ
リ
ェ
ベ
ソ
シ
チ
コ

　
フ
（
陶
器
工
場
主
）
、
シ
ェ
メ
ソ
・
ポ
リ
ヤ
ソ
ス
キ
ー

　
（
絹
工
場
主
）
な
ど
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
傘
酔
頃
。
鍍
巴
罎
律
鐸
。
韻
。
甲
鎧
器
輿
葺
。
愚
。
節

高
ぎ
8
譲
同
。
。
器
暴
”
震
。
9
｛
鍔
留
お
㎝
Φ
層
銭
や
昏
。
O
ヂ

　
卜
⊃
吋
ω
．
合
法
的
な
工
場
は
麟
庫
に
製
口
㎜
納
入
の
義
務
を
負
い
、
労
働
者
数
∵

　
生
産
規
模
な
ど
に
つ
い
て
規
綱
を
う
け
た
。
と
く
に
農
民
の
場
合
は
副
供
述

　
す
る
機
民
企
業
圧
迫
下
に
あ
っ
て
、
資
本
家
に
な
る
遣
は
き
わ
め
て
せ
ま

　
い
も
の
で
あ
っ
た
。

③
じ
d
．
騨
望
嶺
叢
蔓
返
■
三
唱
Φ
目
。
蜀
藁
Φ
舞
。
。
類
藁
葺
時
銘
照
圃
§
讃
§
6
。

　
趨
賃
暮
昌
舞
器
齢
。
露
。
脚
琶
二
会
温
羅
Φ
置
旧
一
。
。
野
8
。
冒
羨
自
碧
多

　
．
、
切
呂
b
8
綾
円
①
器
。
・
蓉
勲
憲
譲
臼
9
羅
。
・
露
騨
訂
℃
0
8
霞
，
、
L
【
Φ
国
画
零
㌍
δ
①
ρ

　
o
昌
幽
同
二
三
回
①
・
織
物
工
場
主
の
申
で
は
十
八
批
紀
第
二
・
四
半
期
で
商

　
人
が
七
九
人
中
六
九
人
を
占
め
る
。

④
鋒
革
切
。
翼
鼻
○
霞
Φ
暴
剴
昌
昌
Φ
ヨ
巽
日
影
§
器
昌
翻
℃
o
o
9
ヨ
謁
ざ
甲

　
犠
騎
O
Q
Q
ダ
δ
α
メ
b
。
層
。
遽
・
○
。
卜
。
1
。
。
。
。
．

⑤
ρ
頃
●
切
。
賛
。
弊
黎
葛
。
譲
自
Φ
遮
。
賞
。
誤
ヌ
ヨ
舞
窪
睾
．
．
；
露
、
ワ
。
。
令

　
○
。
嫡
．
　
一
七
二
二
年
に
は
農
村
に
便
む
農
民
・
手
工
業
港
が
都
甫
で
の
取
引

　
権
を
失
い
、
　
七
二
三
年
に
は
疋
布
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
皇
室
領
農
民

　
を
以
前
の
住
地
へ
も
ど
す
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
一
七
三
一
年
に

　
は
港
で
の
取
引
権
を
、
　
一
七
三
二
～
三
四
年
に
は
チ
シ
ャ
製
造
の
権
利
を

　
失
い
、
五
〇
年
代
に
至
る
。

・
⑥
騨
b
d
●
寓
雲
鎚
判
舞
6
象
。
田
§
ぴ
悶
包
容
。
蕃
H
慧
。
自
8
山
開
螂
8
臣
強

　
げ
δ
自
自
自
島
昌
α
o
窟
翼
剛
尉
μ
Q
。
崇
蓉
写
象
ヨ
照
門
昌
。
お
零
H
（
欝
。
弓
曜
竃
．

⑦
斜
め
に
糸
が
は
い
っ
て
い
て
、
ご
っ
こ
っ
し
た
琢
の
粗
い
毛
織
物
。
童

　
に
赤
色
で
裏
地
に
つ
か
う
。

⑧
そ
の
樹
皮
か
ら
染
料
を
と
り
得
る
樹
木
の
「
種
で
、
赤
色
ま
た
は
青
色

　
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑨
姻
↓
．
切
◎
累
。
ヨ
舘
罎
．
諸
鴛
⑦
唱
舜
塞
ぎ
蕊
円
ε
葭
犀
”
8
醤
≧
藍
鼠
暮
。
・
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り
七
二
鼠
賢
。
露
層
8
0
潔
障
”
o
碁
．
⑦
①
為
瓜
■
「
法
令
な
し
」
企
業
玉
盃
に
関
す

　
る
史
料
は
一
七
三
九
年
に
つ
い
て
の
そ
れ
が
最
初
の
も
の
で
あ
る
。

⑩
8
睾
演
。
瞭
。
哲
璽
①
Q
。
占
¢
．
　
⑪
日
量
§
ρ
o
琶
幽
①
？
Φ
メ

⑫
日
選
§
ρ
o
越
．
日
9
◆
　
　
⑬
日
鴛
口
器
．

⑭
8
髪
舅
ρ
霜
や
謬
■
　
　
⑬
8
録
馨
Φ
ら
”
唇
・
証
夷
N
・

⑯
8
霞
堤
①
ら
愚
筆
。
。
’
　
　
⑰
已
霞
墓
層
。
琶
．
・
。
？
。
。
り
．

⑱
騨
茎
陶
蟄
ハ
魯
8
曾
畿
。
日
。
噂
蜜
同
｛
起
。
嶺
。
同
。
客
8
論
。
同
膨
O
O
O
℃
途
霞

　
封
。
琶
■
凸
O
ム
6
．

⑲
類
・
b
づ
◆
鼠
Φ
暴
蒙
片
白
賃
。
建
自
用
｛
碧
ξ
。
冨
H
勇
。
自
8
円
げ
愚
8
震
養

　
竃
貫
8
窪
。
諏
曙
曾
嵩
霞
田
同
○
。
旨
器
二
二
琴
四
丁
讐
。
瞬
り
器
桝
夢
。
な
・

　
①
？
認
■

⑳
日
霞
り
｛
8
．
電
や
。
。
b
。
噸

⑳
　
〉
■
鍔
℃
器
昌
H
．
呂
Φ
養
g
畠
帥
娼
邑
Φ
暑
9
圃
。
。
ぎ
岩
冨
。
き
錯
。
箸
卿
期
。
蓉
、

　
ヨ
出
¢
同
◎
◎
　
ゆ
．
ほ
　
冨
器
。
σ
器
　
緊
僅
調
轟
裟
巳
冒
二
三
。
翻
　
該
即
凝
（
ザ
霞
塁
唱
鉾

　
、
．
裏
O
岨
O
賢
諮
Q
O
Q
℃
、
、
．
H
8
P
ρ
o
月
や
G
。
ρ
イ
ヴ
ァ
ノ
ヴ
ォ
村
の
場
合
に

　
は
…
日
傭
労
働
者
五
～
十
人
の
織
物
企
業
に
お
い
て
も
、
労
働
の
分
業
は
存

　
在
し
て
い
た
。

⑳
麟
■
b
」
．
冨
①
高
評
琶
．
日
Φ
器
爵
翻
顕
註
脚
。
影
棄
器
霞
。
零
い
：
こ
£
）
．
。
。
ω
－
。
。
餅

四

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
労
働
力
市
場
形
成
の
状
態
、
農
民
層
内
部
で

の
羅
傭
労
働
者
・
マ
ニ
ュ
フ
岬
，
ク
チ
ュ
ア
主
の
出
現
、
こ
れ
ら
す
べ

て
の
問
題
は
μ
シ
ア
封
建
祉
会
の
胎
…
内
で
の
資
本
主
義
的
諸
関
係
の

発
展
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
事
実
、
一
七
二
五
年
か
ら
一
七
五

〇
年
代
に
至
る
間
の
織
物
工
場
の
発
展
の
状
況
を
辿
っ
て
み
る
と
、

工
場
の
毎
年
の
増
加
数
こ
そ
一
七
二
六
～
一
七
一
二
九
年
の
間
は
年
閥

二
二
二
五
、
一
七
四
〇
～
一
七
四
九
年
に
二
・
九
と
大
き
な
変
化
が

な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
閉
鎖
数
は
年
を
追
っ
て
減
少
の
傾
向
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
、
　
企
業
は
安
定
性
を
加
え
て
き
て
い
る
（
次
表
参
照
）
。
さ
ら
に
、

労
働
者
総
数
に
関
し
て
も
一
七
二
五
年
の
一
四
四
三
六
人
か
ら
一
七

五
〇
年
に
は
二
七
三
一
五
人
に
（
こ
の
二
五
年
間
に
毎
年
二
七
五
・
三
人

の
増
加
）
、
　
こ
の
の
ち
労
働
者
総
数
は
六
〇
年
代
末
に
は
三
九
三
六

一
人
（
五
〇
年
代
及
び
六
〇
年
代
の
年
増
加
は
六
〇
二
、
三
人
）
と
大
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

成
長
を
見
せ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
工
業
の
発
展
が
実
は
農
奴
制
度
の
深
刻

な
影
響
の
も
と
で
な
さ
れ
た
と
書
う
事
情
を
と
く
に
こ
こ
で
は
注
意

す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
、
労
働
者
構
成
に
つ
い
て
の
考
察
の
中
で

こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

．
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
七
二
五
年
以
後
の
時
期
に
お
い
て
労

働
者
総
数
は
そ
の
増
加
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
増
加
の

内
容
は
、
自
由
雇
傭
労
働
者
数
の
増
茄
と
な
ら
ん
で
、
な
お
、
農
奴

制
的
隷
属
の
刻
印
を
も
つ
強
綱
労
働
者
の
そ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
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た
。
す
な
わ
ち
、
一
七
五
〇
年
の
労

働
者
数
二
七
三
一
五
人
の
中
で
強
制

労
働
者
数
は
一
二
八
三
九
人
（
四
七
・

○
％
）
に
の
ぼ
り
、
　
こ
の
比
率
は
十

九
世
紀
初
頭
に
お
い
て
も
大
き
な
変

化
を
示
さ
ず
、
一
〇
四
一
四
一
人
の

中
で
四
五
六
〇
四
人
（
四
三
・
八
％
）

　
　
　
　
　
③

と
な
っ
て
い
る
。

　
例
を
絹
工
業
に
と
っ
て
見
よ
う
。

こ
の
工
業
部
門
は
、
ロ
シ
ア
で
は
十

八
世
紀
初
に
お
い
て
は
じ
め
て
発
生

し
、
大
都
市
に
集
中
す
る
と
同
時
に

（一

ｵ
六
五
年
の
工
場
数
五
五
の
中
で
都

甫
に
四
八
、
と
く
に
モ
ス
ク
ワ
に
三
〇
が

存
在
）
、
工
場
主
の
構
成
が
き
わ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
商
人
的
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
お

よ
そ
農
奴
制
と
は
も
っ
と
竜
縁
遠
い

も
の
の
よ
う
な
観
を
与
え
る
。
こ
こ

で
は
、
一
七
一
四
～
四
〇
年
に
建
設

さ
れ
た
工
場
は
全
部
で
十
三
を
数
え
、
そ
の
す
べ
て
が
農
奴
占
有
工

場
で
あ
っ
た
が
、
四
〇
年
代
以
後
、
工
場
建
設
の
テ
ン
ポ
が
早
く
な

る
に
つ
れ
て
、
雇
傭
労
働
に
依
拠
す
る
工
場
が
現
わ
れ
て
く
る
。
す

な
わ
ち
、
　
一
七
六
五
年
で
は
工
場
数
五
五
の
中
で
、
農
奴
占
有
工
場

は
三
〇
を
占
め
、
そ
の
他
は
自
由
雇
傭
労
働
に
依
拠
す
る
工
場
で
あ

　
④

つ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
農
奴
占
有
工
場
の
全
部
が
全
く
雇
傭
…
労
働
を
採

胴
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
部
身
的
に
し
ろ
、
か
な
り
の
雇
傭

労
働
者
が
工
場
で
働
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
な
ん
ら
の
三
二
労
働
を

採
用
し
な
か
っ
た
農
奴
静
観
場
数
は
六
に
と
ど
ま
葡
・
あ
占
…
・

企
業
…
数
に
つ
い
て
の
考
察
だ
け
で
は
不
充
分
な
の
で
、
次
に
労
働
者

構
成
を
検
討
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
　
一
七
六
七
年
当
時
、
絹
工
場

で
働
い
て
い
た
労
働
者
総
数
は
六
五
二
二
人
（
両
性
）
で
あ
っ
た
が
、

農
奴
占
有
工
場
に
つ
い
て
は
五
五
五
一
人
（
両
性
、
八
・
五
一
％
）
で

あ
っ
た
。
こ
の
農
奴
占
有
工
場
に
い
た
五
五
五
一
人
の
中
で
、
工
場

に
緊
縛
さ
れ
た
強
制
労
働
者
は
三
七
〇
五
人
（
六
六
・
七
％
）
を
占
め

る
の
で
あ
り
、
　
こ
こ
で
の
雇
傭
労
働
者
数
は
一
八
四
六
人
（
三
三
・

三
％
）
に
す
ぎ
な
い
。
　
一
方
、
雇
傭
…
労
働
だ
け
を
使
用
す
る
工
場
の

労
働
者
数
は
九
七
一
人
（
六
五
ニ
ニ
人
か
ら
五
五
五
一
人
を
差
引
い
た
分
）

で
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
雇
傭
労
働
者
の
総
数
は
二
八
一
七
人
と
な
る
。
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か
く
て
、
　
一
七
誕
ハ
七
年
の
伽
胴
工
盤
氷
の
櫃
勿
A
ロ
、
強
制
労
働
奢
は
山
ハ
｝
血
二

二
人
の
中
で
三
七
〇
五
人
（
六
六
・
七
％
）
を
占
め
る
と
い
う
有
様
で

　
　
⑦

あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
当
時
の
工
場
主
達
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
、
か
く

竜
強
く
強
制
労
働
に
対
す
る
依
存
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、
当
時
に
お
け
る
労
働
力
不

足
の
事
情
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
労
働
力
不
足
は
多
く

の
農
民
が
地
主
・
国
家
の
権
力
下
に
あ
っ
て
土
地
に
緊
縛
さ
れ
て
い

る
限
り
に
お
い
て
必
然
で
あ
っ
た
。
と
く
に
ピ
。
…
ト
ル
一
世
に
よ

る
人
頭
税
課
税
に
と
も
な
い
、
国
家
権
力
に
よ
る
住
民
の
個
別
的
把

握
が
意
図
さ
れ
て
い
る
時
期
に
あ
っ
て
は
、
逃
亡
者
を
工
場
に
お
く

こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
農
民
の
繊
稼
ぎ
さ
え
、
糊

限
さ
れ
た
こ
と
は
さ
き
に
見
た
通
り
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
地
主
は

農
民
の
出
稼
ぎ
に
対
し
て
は
、
疑
い
の
目
を
も
つ
て
こ
れ
を
見
つ
め

　
　
　
　
　
⑧

て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
事
情
の
竜
と
で
は
、
労
働
力
不
足
は

工
場
主
に
と
っ
て
は
深
刻
な
問
題
と
な
て
き
た
の
で
あ
る
。
か
く
し

て
、
工
場
施
設
の
遊
休
は
も
と
よ
り
（
た
と
え
ば
、
モ
ス
ク
ワ
嬢
セ
ル
プ

ー
ホ
フ
市
の
商
人
キ
シ
キ
ン
の
帆
布
工
場
で
は
一
七
七
二
年
、
織
機
一
一
一
一
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

台
の
中
で
＝
○
台
が
遊
休
）
、
労
働
力
不
足
の
理
由
で
自
ら
工
場
閉
鎖

を
願
い
出
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
（
一
七
五
五
年
、
ユ
、
ス
ク
ワ
の
商
入
、
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
。
ク
ル
ジ
ェ
ー
フ
ニ
コ
フ
及
び
同
じ
く
ア
…
・
ペ
ト
慨
フ
の
場
合
）
。
し
た

が
っ
て
、
工
場
主
達
が
、
自
ら
の
も
と
で
安
心
し
て
使
え
る
労
働
者

と
し
て
強
鰯
労
働
者
を
重
視
し
た
の
は
h
全
く
詣
然
の
こ
と
で
あ
っ

た
。　

と
こ
ろ
で
、
十
八
世
紀
に
見
ら
れ
る
工
場
主
の
重
層
労
働
者
へ
の

依
存
は
、
単
に
労
働
力
の
不
足
に
だ
け
由
来
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
十
八
世
紀
中
葉
に
至
り
、
農
民
の
都
市
・
工
場
進
出
は
よ
う
や

く
大
き
な
比
重
を
示
し
て
く
る
と
と
も
に
、
雇
傭
労
働
者
に
全
面
的

に
敏
聞
す
る
可
能
性
が
で
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
に

も
拘
ら
ず
、
一
七
六
〇
年
代
初
の
モ
ス
ク
ワ
軽
工
業
で
は
雇
傭
労
働

者
は
三
王
％
以
上
を
占
め
る
に
と
ど
ま
り
、
六
〇
年
代
中
頃
ま
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

三
六
九
一
人
が
工
場
主
に
よ
っ
て
買
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

次
に
、
当
時
の
窃
由
…
腿
傭
労
働
者
の
性
格
を
検
討
す
る
中
で
、
当
時

に
お
け
る
強
制
労
働
者
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ

・
う
。　

い
う
ま
で
も
な
く
、
地
主
支
配
下
の
農
村
に
お
い
て
、
農
民
が
合

法
的
に
工
場
で
働
き
得
る
条
件
と
し
て
は
な
に
よ
り
竜
ま
ず
、
貨
幣

地
代
の
普
及
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
出
稼
ぎ
農
民
一
自
由
雇
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傭
労
働
者
は
、
工
場
主
に
対
し
て
は
自
由
雇
傭
的
、
地
主
に
対
し
て

は
貢
租
農
民
と
し
て
隷
属
的
関
係
に
立
つ
と
い
う
二
面
性
を
も
つ
と

同
時
に
、
反
面
に
お
い
て
は
彼
ら
が
土
地
と
の
強
い
つ
な
が
り
を
も

っ
こ
と
を
も
音
心
尽
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
工
場
で
の
労

働
が
農
業
労
働
の
季
節
性
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
現
象
竜
出

て
く
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヤ
ロ
ス
ラ
ヴ
リ
の
工
場
主
、
イ

ー
・
ザ
ト
ラ
ペ
ズ
ノ
ブ
が
、
彼
の
工
場
に
あ
る
六
五
一
台
の
織
機
が

年
に
数
ケ
月
は
動
い
て
い
な
い
の
で
、
季
節
に
よ
っ
て
課
税
額
を
変

え
る
よ
う
に
請
願
し
た
際
に
（
一
七
六
六
年
）
、
　
そ
の
理
由
と
し
て
、

彼
の
工
場
の
「
自
由
な
雇
傭
者
」
　
（
四
〇
〇
人
）
は
「
春
及
び
夏
に
な

る
と
、
穀
作
と
村
の
仕
事
の
た
め
に
工
場
を
は
な
れ
て
行
き
、
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
し
て
も
彼
ら
を
ひ
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
こ
と
を
あ
げ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
十
九
世
紀
に
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
　
『
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
及
び
商
業
の
雑
誌
』
一
八
三
七
年
の

特
別
号
に
は
隅
多
く
の
企
業
で
「
四
月
及
び
五
月
に
、
そ
の
後
は
六

月
及
び
八
月
に
人
間
が
い
な
く
な
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
は
労
働
者
が
村
々
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
か
ら
」
と
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
長
期
間
の
工
場
滞
在
は
逃
亡
を
意
味
す
る
と
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

か
ら
、
農
民
に
交
付
さ
れ
る
旅
券
が
多
く
一
年
以
内
の
短
期
閾
で
あ

っ
た
と
い
う
事
情
と
あ
わ
せ
て
、
農
民
の
工
場
で
の
労
働
に
恒
常
的
ψ

な
性
格
を
竜
た
せ
る
こ
と
を
困
難
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ

か
ら
当
時
の
工
場
主
達
は
工
場
で
の
恒
常
的
労
働
者
（
一
定
の
熟
練
を

も
つ
）
を
出
稼
ぎ
農
民
H
自
由
雇
傭
労
働
者
に
見
幽
す
こ
と
が
で
き

ず
、
強
制
労
働
へ
の
志
向
を
強
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
志
向
が
、
今
は
逆
に
工
場
主
に
よ
る
雇
傭
…
労
働

者
の
工
場
緊
縛
と
い
う
方
向
を
と
ら
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
と
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ば
五
年
～
十
年
も
の
長
期
に
わ
た
る
雇
傭
契
約
、
さ
ら
に
は
労
働
者

　
　
　
　
　
　
⑯

の
永
久
雇
傭
契
約
が
そ
う
で
あ
る
。

　
よ
夢
具
体
的
に
は
、
一
七
三
八
年
三
月
十
珊
に
モ
ス
ク
ワ
近
郊
皇

室
領
ボ
ク
ロ
フ
ス
凱
酒
煮
で
建
設
さ
れ
た
皇
室
領
農
民
、
エ
ス
・
ポ

リ
ヤ
ソ
ス
キ
ー
の
絹
工
場
に
お
い
て
労
働
者
十
一
人
の
契
約
書
に
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ら
れ
る
次
の
諸
特
徴
が
こ
の
こ
と
を
如
実
に
も
の
が
た
っ
て
い
る
。

e
腿
傭
契
約
期
間
が
長
期
に
わ
た
る
こ
と
（
二
年
－
二
人
、
三
年
一
二
人
、

　
四
年
－
二
人
、
五
人
－
四
入
、
六
年
一
一
人
）
、
契
約
期
間
申
に
工
場
を

　
去
る
こ
と
の
禁
止
、
違
反
に
際
し
て
の
連
帯
保
証
人
の
責
狂
、
契
約
期
聞

　
終
了
後
の
賃
金
支
払
い
、
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

⇔
工
場
主
に
対
す
る
労
働
潜
の
関
係
は
き
わ
め
て
隷
属
的
で
あ
り
、
飲
酒
の

　
禁
止
、
外
部
と
の
交
際
の
制
限
、
器
物
・
資
材
破
損
の
場
合
の
弁
償
な
ど
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が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
時
期
で
は
、
生
産
過
程
へ
の
結
合
と
い

う
点
で
、
強
制
労
働
が
自
由
雇
傭
労
働
に
優
越
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
、
自
由
雇
傭
労
働
竜
ま
た
、
そ
れ
は
恒
常
的
性
格
を

帯
び
よ
う
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、
強
制
労
働
に
近
接
し
て
く
る
竜

の
と
い
っ
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
と
も
あ
れ
、
た
と
え
ば
、
絹
工
場

に
お
い
て
は
、
強
制
労
働
者
の
中
に
労
働
経
歴
二
一
年
、
二
〇
年
に

竜
及
ぶ
基
幹
熟
練
労
働
者
が
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
六
〇
年
代
の
二

〇
の
絹
工
場
で
の
親
方
三
五
人
の
中
で
、
薩
傭
労
働
者
九
人
、
外
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

人
三
人
以
外
は
す
べ
て
強
舗
労
働
者
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
生

産
過
程
に
お
け
る
強
綱
労
働
の
優
越
を
明
ら
か
に
物
論
暇
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
次
に
は
、
十
八
世
紀
ロ
シ
ア
の
強
制
労
働
者
と
は
い
か
な
る

も
の
か
を
見
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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⑯
弓
建
§
ρ
一
七
四
三
年
、
網
工
場
主
ス
ト
ラ
ッ
エ
フ
と
ゴ
ン
チ
ャ
ル
ス

　
　
　
ス
ロ
ボ
　
ダ

　
　
カ
ヤ
郊
外
村
の
儀
斑
ベ
レ
ン
キ
ン
と
の
契
約
が
こ
の
例
で
あ
る
。

　
⑰
丼
b
ご
■
寓
Φ
議
鎚
塗
寓
鍵
ε
回
圃
9
謬
切
。
霧
ε
ε
自
越
Φ
＄
慈
瓢
賃
呂
琶
。
－

　
法
主
ヨ
潟
霞
8
震
”
膚
。
渚
b
っ
’
o
醤
・
ω
O
卜
。
凸
8
「

　
⑱
F
鉾
切
。
き
智
b
自
碧
．
陵
器
■
。
2
‘
魯
や
お
9

　
強
制
労
働
者
の
最
初
の
形
態
は
す
で
に
十
七
世
紀
に
現
わ
れ
て
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
「
登
録
さ
れ
た
」
者
（
農
民
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
令
に
よ
っ
て

村
落
全
体
が
工
場
に
登
録
（
緊
縛
）
さ
れ
て
、
国
税
額
に
相
当
す
る

労
働
分
を
工
場
で
働
く
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
は
、
一
方
で
は

国
庫
収
入
の
確
保
、
他
方
で
は
工
場
主
の
た
め
の
労
働
力
の
保
証
と

い
う
二
重
の
役
割
を
は
た
す
こ
と
を
日
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
工
場
主
は
農
民
の
経
営
の
「
内
部
に
ま
で
は
干
渉
で
き
な
か

　
　
　
②

つ
た
の
で
、
工
場
に
緊
縛
さ
れ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
工
場
主
と

農
罠
と
の
関
係
は
地
主
と
農
民
の
そ
れ
と
は
異
っ
て
い
た
。
か
つ
ま

た
、
労
働
形
態
の
使
用
は
、
も
つ
ば
ら
薪
・
鉱
贋
な
ど
の
採
取
・
運

搬
と
い
っ
た
補
助
労
働
を
多
く
必
要
と
す
る
工
業
部
門
（
と
く
に
鉱

業
）
に
限
ら
れ
、
都
市
工
業
に
お
い
て
は
殆
ん
ど
利
用
価
値
の
な
い

　
　
　
　
　
③

竜
の
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
工
場
主
達
（
と
く
に
大
都
市
の
）
が
最
も
強
く
要
求
し

た
の
は
、
農
民
を
買
い
と
っ
て
工
場
の
生
産
過
程
に
緊
縛
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
出
さ
れ
た
の
が
、
一
七
一
二
年
｝
月
十
八
日

の
法
令
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
商
人
身
分
の
工
場
主
に
も
、
農
村

（
土
地
と
農
昆
）
の
購
入
を
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
商

人
の
土
地
・
農
奴
所
有
ぼ
貴
族
の
独
占
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ

た
の
で
、
こ
れ
は
工
場
と
農
村
と
の
不
可
分
、
つ
ま
り
、
農
民
の
機

場
主
で
は
な
く
工
場
へ
の
緊
縛
、
土
地
及
び
農
民
を
工
場
と
切
り
は

な
し
て
売
却
し
た
り
、
抵
当
に
入
れ
た
り
す
る
こ
と
の
禁
止
、
を
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

件
と
す
る
竜
の
で
あ
っ
た
。
実
際
に
は
、
工
場
主
達
は
大
都
市
周
辺

で
適
当
な
村
を
兇
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
た
め
、
こ
の
法
令

は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
効
果
を
発
揮
し
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
十

八
世
紀
二
〇
年
代
で
は
、
農
民
購
入
は
ま
だ
稀
な
現
象
で
あ
っ
た
の

　
　
⑤

で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
そ
の
後
一
七
一
二
六
年
前
の
時
期
で
の
モ
ス
ク

ワ
の
軽
工
業
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
労
働
者
の
場
合
に
お
い
て
も
い

う
こ
と
が
で
き
る
（
労
働
総
数
四
〇
三
四
人
の
中
で
、
工
場
主
自
身
の
農
奴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
二
五
人
、
「
買
わ
れ
た
」
蔚
は
五
四
入
を
占
め
た
に
す
ぎ
な
い
）
。
二
〇
～

三
〇
年
代
の
時
期
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
雇
傭
労
働
者
に

依
拠
す
る
度
合
い
が
大
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
二
〇
～
三
〇
年
代
の
時
期
は
、
貴
族
地
主
が

自
己
の
農
奴
所
有
独
占
権
の
回
復
を
意
図
し
、
こ
れ
が
住
民
緊
縛
に
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つ
い
て
の
国
家
的
志
向
と
か
ら
み
合
っ
て
、
農
民
の
離
村
を
い
ち
じ

る
し
く
困
難
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
の
も
と
で
は
、

工
場
主
だ
ち
は
出
稼
ぎ
農
民
や
逃
亡
者
を
…
麗
傭
労
働
者
と
し
て
工
場

に
採
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
、
労
働
力
不
足
、
と
く
に
恒
常
的
労

働
力
の
そ
れ
は
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
点

で
、
一
七
三
六
年
一
月
六
日
の
法
令
は
、
諸
工
場
で
は
「
親
方
．
職

人
・
徒
弟
及
び
労
働
者
が
不
足
」
の
状
態
に
あ
り
、
か
つ
ま
た
長
年
に

わ
た
っ
て
工
場
主
査
が
養
成
し
た
労
働
者
が
逃
亡
農
民
で
あ
る
た
め

に
、
そ
の
罰
金
で
「
事
態
を
困
難
な
も
の
に
し
、
損
害
を
受
け
て
い

る
」
と
い
う
モ
ス
ク
ワ
の
工
場
主
達
の
請
．
願
を
政
府
が
確
認
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
解
決
を
は
か
っ
た
屯
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
令
は
、
一
方
で
は
、

土
地
つ
き
で
の
農
民
購
入
を
禁
止
し
て
地
主
の
要
求
を
満
足
さ
せ
て

い
る
が
（
事
実
上
、
一
七
一
二
年
の
法
令
は
都
市
の
工
場
主
に
は
効
果
の
乏

し
い
も
の
で
あ
っ
た
）
、
他
方
で
は
、
「
今
日
ま
で
工
場
に
い
て
」
工
場

に
関
係
の
あ
る
「
何
ら
か
の
技
能
を
習
得
し
た
者
」
（
熟
練
労
働
春
）

は
、
一
人
に
つ
き
五
〇
ル
ー
ブ
リ
の
代
償
を
工
場
主
が
地
主
に
支
払

う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
　
「
永
久
に
工
場
に
附
属
す
る
」
旨
を
布
告

し
て
い
る
（
こ
の
場
合
、
逃
亡
に
対
し
て
は
警
察
的
手
段
で
も
つ
て
工
場
に

連
れ
帰
る
と
規
定
し
て
あ
る
）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
工
場
に
緊
縛
さ
れ
た

熟
練
労
働
者
を
［
永
久
に
、
譲
渡
さ
れ
た
職
工
」
と
よ
ぶ
。
か
く
て

こ
こ
に
、
ロ
シ
ア
に
お
け
る
強
制
労
働
老
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、

　
「
登
録
さ
れ
た
」
者
・
「
買
わ
れ
た
」
者
・
「
永
久
に
譲
渡
さ
れ
た

職
工
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
王
六
年
の
法
令
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
解
決
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
法
令
は
三
六
年
以
後
に
発
生
し
た
工
場
な
ら

び
に
以
後
の
時
期
に
や
っ
て
き
た
労
働
者
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
ま
た

土
地
を
も
た
な
い
農
民
を
見
つ
け
て
買
う
こ
と
は
決
し
て
容
易
な
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
　
一
七
四
四
年
七
月
二
七
臼

の
法
令
で
は
、
再
び
村
落
金
蘭
の
購
入
も
許
可
さ
れ
て
く
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
は
一
七
二
一
年
の
法
令
に
単
純
に
復
帰
し
た
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
土
地
1
1
経
営
を
竜
た
な
い
労
働
者

　
（
と
く
に
一
人
者
）
が
、
政
府
に
と
っ
て
は
反
乱
の
温
床
と
し
て
危
険

な
存
在
で
あ
り
、
ま
た
工
場
か
ら
の
逃
亡
の
可
能
性
竜
大
き
く
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
い
う
点
に
も
と
つ
く
・
も
の
で
竜
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
襟
、
過
去

に
は
農
民
購
入
の
権
利
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
小
規
模
な
工

　
　
⑩

場
主
に
ま
で
農
民
購
入
が
許
さ
れ
た
こ
と
は
、
工
業
の
発
展
と
相
ま

・
つ
て
、
農
民
の
買
い
取
り
を
か
な
り
広
汎
な
規
模
を
現
出
す
る
結
果

を
竜
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
七
四
二
年
か
ら
六
二
年
に
至
る
間
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十八世紀中葉獄シアにおける労働力惰場の性格について（荒武）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

に
七
二
三
の
購
入
許
可
が
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
人
数
に
し
て
土

も
　
　
も
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
し
　
　
し

地
つ
き
四
八
二
四
〇
人
、
土
地
な
し
三
二
三
五
人
、
土
地
つ
き
と
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

地
な
し
の
者
の
比
は
一
四
・
八
対
一
の
割
合
と
な
る
。
こ
の
場
合
、

土
地
な
し
の
農
民
は
そ
の
全
部
が
、
土
地
つ
き
の
農
民
は
そ
の
一
部

が
工
場
で
働
い
て
い
た
。
な
お
、
　
「
買
わ
れ
た
」
者
の
中
で
工
場
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

働
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
二
五
％
と
規
定
さ
れ
て
あ
っ
た
が
、

こ
れ
を
越
え
る
場
合
も
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
七
六
七
年

の
絹
工
場
の
場
合
、
三
六
三
〇
人
（
「
買
わ
れ
た
」
者
）
の
中
で
一
二
一

七
人
（
三
三
・
五
％
）
が
毒
で
働
い
て
繕
・
こ
の
こ
と
は
費
わ

れ
た
」
農
民
を
工
場
の
生
産
過
程
に
で
き
る
だ
け
結
合
さ
せ
よ
う
と

す
る
工
場
主
の
志
向
の
現
わ
れ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
う
し
た
農
民
購
入
の
傾
向
は
、
一
七
六
二
年
王
月
二
九
日
の
ピ

ョ
ー
ト
ル
三
世
の
法
令
発
布
時
ま
で
つ
づ
い
た
。
こ
の
法
令
に
お
い

て
、
工
場
主
だ
ち
は
「
土
地
つ
き
及
び
土
地
な
し
で
」
の
農
民
購
入

を
禁
止
さ
れ
、
今
後
の
工
場
で
の
労
働
は
旅
券
を
も
つ
雇
傭
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
依
拠
す
る
よ
う
に
、
と
命
令
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
貴
族

の
農
奴
独
占
へ
の
要
求
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
十
八
世
紀
後

半
で
は
、
す
で
に
薩
傭
労
働
老
の
出
現
が
か
な
り
大
規
模
に
な
っ
て

き
た
こ
と
を
示
す
竜
の
で
も
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
一
七
六
二
年
以
後
、
直
ち
に
強
制
労
働
が
衰
え
を
見
せ

て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
に
工
場
に
い
た
強
欄
労
働

者
に
つ
い
て
は
そ
の
保
持
が
認
め
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
個
女
の

場
合
に
つ
い
て
も
、
こ
の
後
も
農
罠
の
工
場
緊
縛
は
行
わ
れ
て
い
た

　
　
　
　
⑮

強
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
工
場
主
だ
ち
竜
ま
た
強
制
労
働
に
対
す
る

渇
望
を
完
全
に
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
モ
ス
ク

ワ
の
ラ
シ
ャ
工
場
霊
ペ
ー
・
グ
リ
ベ
ン
シ
チ
コ
フ
は
、
彼
の
工
場
で

働
い
て
い
る
雇
傭
労
働
者
に
全
面
的
に
依
存
で
き
な
い
理
由
を
次
の

よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
　
「
雇
傭
者
は
よ
そ
者
で
あ
る
の
で
、
農
奴
ほ

ど
従
順
」
で
も
、
　
「
農
奴
ほ
ど
熱
心
で
は
な
く
、
た
だ
自
分
が
ど
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

位
の
雇
傭
賃
金
を
受
け
と
る
か
だ
け
を
注
意
し
て
い
る
」
と
。

　
以
上
で
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
労
働
者
の
性
格
に
つ
い
て
の
考
察

を
終
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
農
奴
制
の
支
配
下
の
当
時
に

あ
っ
て
は
何
ら
か
の
形
で
強
制
労
働
の
色
彩
を
伴
う
竜
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
工
場
で
の
基
本
的
生
産
過
程
と
の

結
合
を
密
接
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

①
O
さ
甥
躊
き
き
冨
轟
O
Q
Q
歯
茎
三
二
鶏
や
8
。

⑨
　
∂
．
訟
噛
肖
。
嫡
ヨ
§
窪
騨
ジ
｛
o
巴
二
王
Φ
霧
閣
無
g
憩
。
謝

淫
雨
至
聖
緊
曙
勺
銀
切
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結
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十
八
世
紀
第
二
・
四
半
期
の
ロ
シ
ア
に
お
い
て
は
な
お
、
強
固
に

農
奴
綱
度
が
支
配
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
農
民
の
土
地

か
ら
の
分
離
過
程
は
漸
次
進
行
し
て
い
き
、
十
八
世
紀
中
頃
に
は
、

農
民
は
モ
ス
ク
ワ
軽
工
業
で
の
雇
傭
労
働
者
の
主
要
部
分
を
占
め
る

に
至
つ
だ
。
こ
れ
と
同
時
に
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
に
お
い
て
店
尤

進
的
技
術
を
学
ん
だ
小
生
産
者
（
と
く
に
農
民
）
は
三
〇
年
代
以
後
、

次
雛
に
独
立
生
産
者
と
し
て
の
地
歩
を
固
め
、
若
干
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア

的
分
子
を
も
生
み
だ
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
P
シ
ア
工
業
発
｛
肢
途
上
に
醐
兄
わ
れ
る
特
殊
性
の
一
つ

は
、
こ
れ
ら
の
動
き
と
な
ら
ん
で
強
制
労
働
者
の
数
が
十
八
世
紀
末

～
十
九
世
紀
初
ま
で
絶
対
的
に
増
加
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点

の
解
明
を
め
ぐ
っ
て
、
今
穣
の
ソ
連
邦
学
会
で
は
、
論
争
が
展
開
さ
れ

て
い
る
げ
か
、
強
制
労
働
者
の
役
割
に
つ
い
て
の
私
四
兄
を
述
べ
れ
ば
次

の
通
り
に
な
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
窮
極
に
お
い
て
直
接
生
産
者
の
生
産
手
段
か
ら
の

分
離
（
と
く
に
農
民
の
土
地
か
ら
の
）
の
不
充
分
な
こ
と
に
由
来
す
る
。

農
民
出
身
の
自
由
雇
傭
労
働
者
が
反
面
に
お
い
て
貢
租
農
民
と
し
て
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十八世紀中葉ロシアにおける労働力市揚の性格について（荒武）

の
性
格
を
も
ち
、
こ
の
た
め
に
、
土
地
か
ら
完
全
に
分
離
し
て
工
場

で
の
恒
常
的
労
働
者
と
な
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
十

八
世
紀
の
強
制
労
働
老
は
、
農
民
の
大
量
的
土
地
喪
失
が
存
在
し
な

い
時
期
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
発
展
の
方
向
を
辿
り
っ
つ
あ
っ
た
ロ

シ
ア
工
業
に
あ
っ
て
、
恒
常
的
労
働
力
の
担
い
手
と
な
っ
た
と
い
え

る
。
強
制
労
働
者
が
終
局
的
に
排
除
さ
れ
て
い
く
の
は
、
農
民
の
土

地
か
ら
の
完
全
分
離
、
雇
傭
労
働
者
の
世
襲
的
性
格
の
確
立
が
ほ
ぼ

実
現
す
る
十
八
世
紀
末
～
十
九
世
紀
初
頭
以
後
の
こ
と
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
ロ
シ
ア
工
業
に
お
け
る
強
制
労
働
老
は
、
資
本
の
本
源

的
蓄
積
過
程
に
あ
っ
て
、
過
渡
的
な
役
割
を
は
た
し
た
も
の
と
い
っ

て
差
支
え
は
あ
る
ま
い
。
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Far　East，　and　acted　secretly　in　concert　with　the　Meil’i　Govern－

me1ユt，　with　the　hope　of　using　theノ砂％Party　of　Japan　as　a　too1・

Based　on　the　diplomatic　documents　of　Japan　and　France，　and　a

few　of　the　important　contemporary　newspapers　of　Japan，　1　have

studied　this　subject，　with　emphasis　on　the　international　relations

between　France　and　Japan　iR　1884；　We　cannot　clearly　uRclerstand

the　infiuence　of　Ferry’s　colonial　policy　in　the　Far　East　unless　we

seax‘ch　for　the　fundamental　reasons　behind　it．　ln　this　paper，　I

have　attemptecl　to　give　some　answers　to　this．　problem．

Serfdom　and　Capitalism　in　the　Russian　Light　lndustries

　　　　　　by

Tetsur6　Aratal〈e

　　In　this　article　we　will　treat　the　development　of　the　Russian

ligkt　industries　froin　the　twenties　to　the　sixties　in　the　eighteenth

century，　with　special　reference　to　the　movement　of　peasants　into

the　city　（Moscow），　i．　e．　the　formation　of　labour　marlcet．

　　In　this　period，　a　considerable　number　of　employed　labourers　of

peasants’　origin　had　already　appeared，　and　the　peasantbourgeoisie

hac　d　risen　while　many　of　free　employed　labourer＄　ln　manufactures

could　net．　have　the　character　of　constant　labour　poxver，　as　they

were　serfdom　in　the　close　’coBtact　with　land　as　a　rent－peasant；

till　the　second　ltalf　of　the　nineteenth　century　when　peasants　gene－

rally　lost　their　land，　compulsory　labourers　subordinated　to　serfdom

played　a　transitional　part　as　the　mainlabourers．

A　Study　on　Hawaiian　Revolution　of　1893

　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　Masaya　Yamamoto

　　Hawaiian　Revolution　broke　out　with　the　assumption　that　Ha－

wail　would　be　annexed　to　the　United　States．　ln　Ameriean　history，

（　483　）


